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平成１９年１月 
 

 本計画は、今後、この素案に対する県民の皆様からのご意

見を頂き、平成１８年度中に策定する予定です。 

 なお、この内容は、現在、市町村等と調整中の数値を含む

ものであるとともに、平成１９年度予算要求段階の内容を含

むものであり、今後、内容の変更があり得ることにご留意し

て下さい。 
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１ 計画策定の背景と趣旨 
 

  ◆ 本県では、平成 11 年 4月、ノーマライゼーションの考え方を基本理念に、岡山県障害

者長期計画を策定しました。また、平成 15 年 3月には、支援費制度の実施などの障害福

祉をめぐる新たな課題等を踏まえ、岡山県障害者長期計画・第２期実施計画を策定し、障

害福祉施策を総合的に推進してきました。 

 

◆ その後、精神障害者に対するサービスが支援費制度の対象となっていなかった等の障

害種別（身体・知的・精神）ごとのサービス格差等の状況を踏まえ、障害福祉サービス

を充実し、「障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らす

ことのできる地域社会の実現に寄与（障害者自立支援法第１条）」するため、障害者自

立支援法が制定され、平成 18 年 10 月からは本格的な施行を迎えています。（ただし、

この障害者自立支援法に基づく新しい障害福祉サービス体系への移行については、居宅

サービスを除き、平成 24 年 3月までの経過措置が設けられています。） 

 

◆ この障害者自立支援法においては、 

 

①障害種別（身体・知的・精神）にかかわりなく、障害のある人々が必要とするサービスを利

用できるよう、サービス体系の一元化を図る。 

②市町村にサービス提供主体を一元化し、都道府県は専門性の高い相談支援、人材育成など市

町村を支援する体制とする。 

③就労支援サービスの抜本的な強化を図る。 

 

   などのサービス体系の再編等がなされたところです。 

 

◆ 今般、こうした制度改革を踏まえ、広域的な見地から、障害者自立支援法に基づく新

たな障害福祉サービス等の基盤整備の推進を図るとともに、市町村障害福祉計画の達成

に資するため、この岡山県障害福祉計画を策定しました。 

 

 

第１章 計画策定の背景・趣旨等 
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２ 計画の性格・位置づけ 
 
◆ この岡山県障害福祉計画は、 障害者自立支援法第８９条第１項の規定に基づく行政計

画として策定されるものです。 

 

◆ また、この計画は、同項の規定により、国が定める基本指針に即して、市町村障害福

祉計画の達成に資するため、市町村障害福祉計画との整合を図りながら、広域的な観点

から障害福祉サービス、相談支援及び県地域生活支援事業の必要な量の見込みやその提

供体制の確保に関する基本的な事項を定めています。 

 

◆ さらに、この計画では、平成 23 年度における障害福祉サービス等の必要量の見込等の

ほか、具体的な数値目標を設定し、その実現に向かって取り組むべき推進方策等につい

ても策定し、県政の機軸となる「新おかやま夢づくりプラン」と、障害者施策に関する

総合的な行動指針として策定されている「岡山県障害者長期計画」と相まって、障害者

自立支援法に基づく障害福祉サービス等の基盤整備の一層の推進を図ろうとするもので

す。 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

障害者自立支援法（抄） 

（都道府県障害福祉計画） 

第八十九条 都道府県は、基本指針に即して、市町村障害福祉計画の達成に資するため、 

各市町村を通ずる広域的な見地から、障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援 

事業の提供体制の確保に関する計画（以下「都道府県障害福祉計画」という。）を定 

めるものとする。 
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＜市町村計画・県長期計画（総合計画）との関係＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

【県障害福祉計画で定める主な事項】 

①地域生活や一般就労への移行の平成 23 年度における数値目標を設定 

②各年度における指定障害福祉サービス等の種類ごとの必要な量の見込み及びそ

の見込量の確保のための方策 

③各年度の指定障害者支援施設の必要入所定員総数 

④指定障害福祉サービス等に従事する者の確保又は資質の向上のために講ずる措置 

⑤岡山県地域生活支援事業の実施に関する事項 

 

【市町村障害福祉計画で定める主な事項】 

①地域生活や一般就労への移行の平成 23 年度における数値目標を設定 

②各年度における指定障害福祉サービス等の種類ごとの必要な量の見込み及びそ

の見込量の確保のための方策 

③市町村地域生活支援事業の実施に関する事項 

市町村障害福祉計画 

岡山県障害福祉計画 

岡山県障害者長期計画 

〇障害者基本法に規定される障害者等に関する施策全般にわたる基本理念、整備目標及

び各種施策等を定めたもの（障害者基本法第9条第3項） 

〇障害者基本法に規定される障害者等に関する施策全般にわたる基本理念、整備目標及

び各種施策等を定めたもの（障害者基本法第9条第2項） 

調 

和 

市町村障害者福祉計画 

調 

和 

整
合
を
図
る 
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３ 計画の期間等 
 
◆ この計画は、平成 18 年度～平成 20 年度までの 3カ年とします。 

◆ ただし、この計画は、障害者自立支援法の施行の状況等を十分に踏まえながら、必要に

応じて見直すなど、柔軟な対応を図るものとします。 

 

 

＜計画期間＞ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１８年度  １９年度  ２０年度  ２１年度  ２２年度  ２３年度 

          新サービス体系への移行 国

の

基

本

指

針 

 

基本指針に即して、平成 23

年度におけるサービスの数値

目標を定める。 

○地域生活移行 

○就労移行 

○各種障害福祉サービス 

第Ⅰ期障害福祉計画 
 

第Ⅰ期障害福祉計画の実績を

踏まえ、計画を定める。 

（平成21～23年度） 

第Ⅱ期障害福祉計画 

  

H20年度
見直し
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（参考）障害者自立支援法のサービス体系図 

  １ 利用者本位のサービス体系に再編 

障害者自立支援法による、総合的な自立支援システムの全体像は、自立支援給付と地域生活支援事

業で構成されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護給付 

●居宅介護(ホームヘルプ) 

●重度訪問介護 

●行動援護 

●重度障害者等包括支援 

●児童デイサービス 

●短期入所(ショートステイ) 

●療養介護 

●生活介護 

●施設入所支援 

●共同生活介護(ケアホーム) 

訓練等給付 

●自立訓練(機能訓練･生活訓練) 
●就労移行支援 
●就労継続支援 
●共同生活援助(グループホーム) 

自立支援医療 

●(旧)更生医療 
●(旧)育成医療 
●(旧)精神通院医療公費 

補装具 

自立支援給付

地域生活支援事業

市町村 

●専門性の高い相談支援    ●広域的な対応が必要な事業    ●人材育成 等 

岡山県 

支援

 

●相談支援（関係機関との連絡調整、権利擁護） 

●コミュニケーション支援（手話通訳派遣等） 

●日常生活用具の給付又は貸与 

●移動支援 

●地域生活支援センター（創作的活動、生産活動の機会提供、社会との交流促進等） 

●福祉ホーム 

●居住支援 

●その他の日常生活又は社会生活支援 

障
害
者
・
児 
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  ２ 新サービス体系 

サービスは、個々の障害のある人々の障害程度や勘案すべき事項（社会活動や介護者、居住等の状

況）をふまえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市町村の創意工夫により、利用

者の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。 

「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合

は「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ、利用の際のプロセスが異なります。 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホームヘルプ(身･知･児･精) 

デイサービス(身･知･児･精) 

ショートステイ(身･知･児･精) 

居
宅
サ
ー
ビ
ス 

グループホーム(知･精) 

 

療護施設(身) 

更生施設(身･知) 

授産施設(身･知･精) 

福祉工場(身･知･精) 

重症心身障害児施設(児) 

通勤寮(知) 

福祉ホーム(身･知･精) 

施
設
サ
ー
ビ
ス 

生活訓練施設(精) 

 
居宅介護 

(ホームヘルプ) 

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等

を行います。 

重度訪問介護 

重度の肢体不自由者で常に介護を必要

とする人に、自宅で、入浴、排せつ、

食事の介護、外出時における移動支援

などを総合的に行います。 

行動援護 
自己判断力が制限されている人が行動

するときに、危険を回避するために必

要な支援、外出支援を行います。 

重度障害者等包括

支援 

介護の必要性がとても高い人に、居宅

介護等複数のサービスを包括的に行い

ます。 

児童デイサービス
障害児に、日常生活における基本的な

動作の指導、集団生活への適応訓練等

を行います。 

短期入所 

(ショートステイ)

自宅で介護する人が病気の場合など

に、短期間、夜間も含め施設で入浴、

排せつ、食事の介護等を行います。 

療養介護 
医療と常時介護を必要とする人に医療

機関で機能訓練、療養上の管理、看護、

介護及び日常生活の世話を行います。

生活介護 

常に介護を必要とする人に、昼間、入

浴、排せつ、食事の介護を行うととも

に、創作的活動又は日常生活の世話を

行います。 

施設入所支援 

(障害者支援施設

での夜間ケア等) 

施設に入所する人に、夜間や休日、入

浴、排せつ、食事の介護等を行います。

介
護
給
付 

共同生活介護 

(ケアホーム) 

夜間や休日、共同生活を行う住居で、

入浴、排せつ、食事の介護等を行いま

す。 

自立訓練 

(機能訓練・生活訓練) 

自立した日常生活又は社会生活ができ

るよう、一定期間、身体機能又は生活

能力の向上のために必要な訓練を行い

ます。 

就労移行支援 
一般企業等への就労を希望する人に、

一定期間、就労に必要な知識及び能力

向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援 

(Ａ型・Ｂ型) 

一般企業等での就労が困難な人に、働

く場を提供するとともに、知識及び能

力の向上のために必要な訓練を行いま

す。 

訓
練
等
給
付 

共同生活援助 

(グループホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、
相談や日常生活上の援助を行います。

移動支援 
円滑に外出できるよう、移動を支援
します。 

地域活動支援セ

ンター 

創作的活動又は生産活動の機会の提
供、社会との交流等を行う施設です。 

地
域
生
活
支
援
事
業 福祉ホーム 

住居を必要としている人に、低額な
料金で、居室等を提供するとともに、
日常生活に必要な支援を行います。 

 

旧サービス 新サービス 

注：表中の「身」は「身体障害者」、「知」

は「知的障害者」、「精」は「精神障害

者」、「児」は「障害児」のことです。 
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  ３ 施設・事業体系の見直し 

入所施設のサービスを、日中活動事業（昼間のサービス）と居住支援事業（夜間のサービス）に分

けることにより、サービスの組み合わせを選択できます。 

事業を利用する際には、利用者一人一人の個別支援計画が作成され、利用目的にかなったサービス

が提供されます。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
療護施設(身) 

更生施設(身･知) 

授産施設(身･知･精) 

福祉工場(身･知･精) 

重症心身障害児施設(児) 

通勤寮(知) 

福祉ホーム(身･知･精) 

生活訓練施設(精) 

 

 
【介護給付】  

療養介護（医療型）※  

生活介護（福祉型）  

【訓練等給付】  

自立訓練（機能訓練･生活訓練）  

就労移行支援  

就労継続支援（A型･B型）  

【地域生活支援事業】  

地域活動支援センター  

施設入所支援 

または 

居住支援 

（ ケ ア ホ ー

ム・グループホ

ーム・福祉ホー

ム） 

※療養介護については、医療機関 

への入院とあわせて実施 

居住の場 旧サービス 

概ね５年間

で新サービ

スへ移行 

新サービス 

日中活動の場

※表中の「身」は「身体障害者」、「知」は

「知的障害者」、「精」は「精神障害者」、

「児」は「障害児」のことです。 
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（人）

67,852
74,130 76,810 77,285 79,816 81,770

8,831

9,577
10,044 10,487

10,954 11,398
2,366

2,810 3,432
3,995

4,635

1,217

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

H9年度 H13年度 H14年度 H15年度 H16年度 H17年度

身体障害者手帳所持者 療育手帳所持者 精神障害者保健福祉手帳所持者

（人）

36,224

30,174

5,201

4,430

1,767

15,372

1,755

2,218

662

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

備前圏域 備中圏域 美作圏域

身体障害者手帳所持者 療育手帳所持者 精神障害者保健福祉手帳所持者

 
 
 

１ 障害者数の状況 
 

本県の障害者は、年々増加しており、現在、身体障害、知的障害、精神障害を有する人（身

体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の保持者）の合計は、97,803人（平成18

年3月31日現在）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            （各年度3月31日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            （平成18年3月31日現在） 

 

第２章 障害者の現況 

43,643 

86,073 
89,664 91,204

94,765
97,803 

36,359

17,801 

77,900 
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（人）

6,829 6,612 6,675 6,503 6,656 6,622

7,009 6,810 6,912 6,726 6,942 7,044

40,434 43,674 45,038 45,295 46,674 47,780

12,846
16,242 17,326 17,880 18,633 19,450

874911881859792734

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

H9年度 H13年度 H14年度 H15年度 H16年度 H17年度
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（人）
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２ 身体障害者の状況 
 

身体障害児（者）は、増加しており、中でも内部障害者の増加が著しく、また、重度化・高

齢化が進んでいます。 

 

  ○障害別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○年齢別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67,852 
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79,816 81,770 



 －10－

（人）

18,302 21,436 22,565 23,079 23,931 24,912
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  ○等級別 
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74,130 76,810 77,285 79,816
81,770 
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（人）

5,111
5,593 5,883 6,204 6,518 6,820
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Ａ Ｂ

（人）
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３ 知的障害者の状況 

 

知的障害児（者）は、療育手帳の所持者が増加しており、また、高齢化が進んでいます。 

 

  ○年齢別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  ○等級別 
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（人）
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3,072

1,025958874779702433
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４ 精神障害者の状況 

 

精神障害者保健福祉手帳の所持者は、増加・高齢化しています。 

 

  ○年齢別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○等級別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,366 

3,432

3,995

2,810

4,635 

1,217 

2,366 

3,432

3,995

2,810 

4,635 
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  ○精神障害者患者調査結果による推計値        （単位：人） 

区    分 平成14年 

血管性及び詳細不明の痴呆 2,000

精神作用物質使用による精神及び行動の障害 2,000

精神分裂病、分裂型障害及び妄想性障害 10,000

気分「感情」障害（そううつ病を含む） 10,000

神経症障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害 9,000

その他の精神及び行動の障害 1,000

アルツハイマー病 2,000

てんかん 5,000

その他の神経系疾患 13,000

精 神 疾 患 合 計 54,000
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（人）

928 814 962

2,768 2,980 2,864

143 140
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身体障害者 知的障害者 精神障害者

５ サービスの利用状況 

 

障害福祉サービスの利用者は、支援費制度導入以後、増加傾向にあります。 

 

  ○施設障害福祉サービスの利用者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○訪問系サービスの支給決定者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,833 
3,937 3,966 

（人・時間）

1,149 1,162 1,189

875 951
1,181
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334576
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身体障害者 知的障害者 精神障害者 児童

2,805 
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（人・日）

776 814 766

354 403 562

1,240

1,673

1,012

0
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H15年度 H16年度 H17年度

身体障害者 知的障害者 児童

（人・日）

379 411 410

998
1,136
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1,177
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  ○デイサービスの支給決定者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○短期入所の支給決定者 

 

 

 

 

 

 

 

2,752

2,457

3,001 

2,554 

2,999 

2,142 
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１ 基本的な視点 ～岡山県障害福祉計画の目指す方向～ 

 
◆ 障害者自立支援法においては、日中活動の場と、住まいの場のサービスを分けて利用

することができるようになるなど、新制度の施行により、これまで以上に、利用者に

よる主体的なサービス選択の重要性が高まっています。 

    また、障害者自立支援法の目的に掲げられているように、ノーマライゼーショ

ンの理念のもと、障害の種別や有無に関わりなく、障害者等が地域で自立した日

常生活・社会生活を営むことができるような地域社会づくりを一層進めていくこ

とが求められています。 

 

◆ こうした社会づくりを進めていくためには、障害者等の能力や適性に応じて、その可

能性を引き伸ばしていくことを大切にし、障害者自らの自立に向けた主体的な取組や挑

戦を支えていくことが必要です。また、このためには、障害者本人のみならず、障害者

等を支える様々な関係者における取組や創意工夫等を引き出していくことも必要です。 

 

◆ 岡山県では、これまでも、岡山県障害者長期計画に基づいて、「快適生活県おかやま」

の実現を基本目標に、「障害のある人もない人も、社会の一員として、お互いに尊重し、

支えながら地域の中で共に生活する社会が自然である」とするノーマライゼーションの

考え方を基本理念としつつ、「障害者の自立の支援」（自立）、「障害者の主体的な選

択の尊重」（選択）、「地域で共生する社会の実現」（共生）の視点に立ち、様々な施

策を総合的に講じてきたところですが、こうした理念等の実現は、障害者自立支援法の

施行に伴い、ますますその意義を深めてきています。 

 

◆ こうした認識のもと、岡山県においては、今後とも、障害者本人のみならず市町村や

事業者その他様々な関係者における主体的な取組や創意工夫等を引き出し、これを支え

ていくことを大切にしながら、「新おかやま夢づくりプラン」に掲げる推進目標や「岡

山県障害者長期計画」に定める理念等に基づき、障害者等が、地域の中で、安心して快

適に自立した日常生活・社会生活を営むことができる共生社会の創造を目指し、障害者

自立支援法に基づく必要な障害福祉サービス等の基盤整備を計画的に推進していきます。 

 

◆ また、その推進に当たっては、障害者等を支える様々な関係者との「協働」を基調と

し、その連携を一層深めていきながら、地域生活への移行や就労支援等の新たな課題に

対応したサービスの提供体制の整備に努めていくとともに、質の高い福祉サービスの実

現に努めていくものとします。 

第３章 計画の基本理念等 
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２ 基盤整備における重点的な視点 
 

この障害福祉計画では、1の目指す方向等を踏まえて、特に、次に掲げる 5つの点に重点

を置きながら、障害福祉サービス等の基盤整備の推進を図っていきます。 

 

（１）地域生活移行の促進 

 

①①施施設設入入所所かからら地地域域生生活活へへのの移移行行  

希望する障害者が地域の中で自立した生活を営むことができるよう、グループホーム

等の生活基盤を充実することなどにより、福祉施設の入所から地域生活への移行を促進

していきます。 

 

②②退退院院可可能能精精神神障障害害者者のの地地域域生生活活へへ移移行行  

受け入れ条件が整えば退院可能な精神障害者についても、地域の受け皿づくりや退

院促進支援を進めることなどにより、地域生活への移行を促進していきます。 

 

 

（２）就労移行の促進 

 

障害者が地域において自立した生活を営むことができるようにするためには、それぞれ

の能力や適性に応じて働くことができるよう必要な支援をしていくとともに、その環境づ

くりを進めていくことが必要です。このため、就労移行支援サービスの推進や、障害者に

対する就業面と生活面での一体的な支援体制の整備等により、障害者の福祉施設から一般

就労への移行を促進していきます。 

 

 

（３）サービス量の充足 

 

障害者等が地域の中で共生する社会を実現していくためには、障害者等が必要とするサ

ービス支援を受けながら、その自立と社会参加を促進していくことが必要です。このため、

以下の観点から、地域（圏域）で必要とされるサービス量の充足を目指し、基盤整備を推

進していきます。 

 

①①訪訪問問系系ササーービビスス  

県内どこでも必要な訪問系サービスが利用できることを目指して、基盤整備を推進し

ていきます。 
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②②日日中中活活動動系系ササーービビスス  

希望する障害者等が日中活動系サービスの提供を受けることができることを目指し

て、基盤整備を推進していきます。 

 

③③地地域域生生活活支支援援事事業業そそのの他他ササーービビスス  

多くの福祉サービスが含まれている地域生活支援事業その他障害者を支えるサービ

スについて、障害者等のニーズを踏まえた必要な事業の量と質が確保されるよう、その

充実等を推進していきます。 

 

 

（４）人材の養成・確保と資質の向上 

 

福祉サービスは対人サービスであり、サービスの支え手は「人」です。こうした考え

方のもと、質の高いサービスが十分に提供されるよう、ホームヘルパーや手話通訳者等

の障害福祉サービスや地域生活支援事業等を支える人材を必要かつ十分に養成・確保す

るとともに、その資質の向上を推進していきます。 

 

 

（５）「協働型福祉」の推進 

 

障害者等の快適な地域生活を支え、あるいは、就労への円滑な移行等を促推するに当た

っては、障害福祉の観点のみならず、雇用、教育、医療、ボランティア等の関係者による

総合的な取組が必要です。このため、こうした障害者等を支える関係者間の協働や連携を

進め、ネットワークの強化など、いわゆる「協働型福祉」を推進し、障害者等を地域全体

で支える力を高めていきます。 
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＜岡山県障害福祉計画の基盤整備における重点的な視点の体系図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈重点的な視点〉 〈主要な施策〉

経営セミナーの開催

経営相談支援の実施

　・特別支援学校からの雇用率の向上

人材の養成研修
福祉サービス第三者評価事業

関係機関の連携・協働によるネッ
トワーク体制の構築

⑤「協働型福祉」の推進

特別支援学校における
進路指導の充実等

④人材の養成・確保と資
質の向上

③サービス量の充足

障害者の就労移行推進
に必要な基盤の充実

【目標】

　・一般就労を現実績の4～5倍程度

　・工賃水準の向上

精神障害者退院促進支援事業等

障害者の就労を支える関係者間の
ネットワークの構築

障害者の就労・生活を一体的に
フォローする基盤の整備

施設入所から地域生活
への移行

障害者の地域生活を支える関係者
間のネットワークの構築

①地域生活移行の促進

②就労移行の促進

共
生
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）

障害者就労を支援する
各種施策の推進

進路指導体制の整備

障害者雇用を支援する施策の推進

重度障害者等の在宅就労支援の推
進

福祉的就労経営の強化
に向けた事業者支援

　・退院可能精神障害者の退院
　　（平成24年度まで）

　・法定雇用率の達成の推進

「基幹型地域生活支援センター」
の運営等

グループホーム等の居住基盤整備
等の推進

【目標】

　・施設入所者の地域移行(1割以上）

　・入所施設定員の減少（△7％以上）

障害者等の社会参加を支える人材
の養成

退院可能精神障害者の
地域生活への移行

ＡＣＴ－おかやま事業
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１ 設定の考え方 
 
◆ 障害福祉サービス及び相談支援の種類ごとの量の見込を定める単位となる区域（障害

者自立支援法第89条第2項第1号）については、障害者等が生活する「市町村」を基本的

な単位とし、きめ細かいサービスを提供することが最も必要です。 

 

◆ 他方、市町村単位で実施することが困難な事業については、事業の内容やニーズに応

じた広域的な地域単位を設定し、地域間で格差がないようサービス提供体制づくりを進

める必要があります。 

 

◆ このため、「岡山県障害者長期計画」で定められている圏域の考え方も踏まえて、障

害者自立支援法第８９条第２項第１号の規定による区域をそれぞれ以下のとおりとしま

す。 

 

◆ なお、区域の範囲については、固定するものではなく、今後の障害者自立支援法の施

行の状況等を踏まえながら、必要に応じて見直すものとします。 

 

２ 計画で定める区域 

 

（１）訪問系サービス・指定相談支援 

 

障害者等が地域で生活する上で特に基本となるこれらサービスについては、可能な限り

「市町村」が基本的な単位となって、きめ細かなサービス提供やその必要量の確保に努め

る必要があります。 

このため、最も身近な訪問系サービス、指定相談支援に係る区域については、「市町村」

を区域とすることを原則とします。 

ただし、現在、これらサービスが広域的に提供されている実態があるとともに、小規模

な市町村では対応が困難な場合も考えられるため、この計画においては、当分の間、「岡

山県障害者長期計画」で定めているサブ圏域を含めた障害保健福祉圏域（5圏域）を区域

とします。 

 

 

 

第４章 区域の設定 
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※訪問系サービス：居宅介護，重度訪問介護，行動援護，重度障害者等包括支援 

※相談支援（「サービス利用計画作成費」による支援サービス） 

 
 

※サブ圏域 

岡山県障害者長期計画では、県域を３分割し、備前圏域、備中圏域、美作圏域の３圏域に

設定されているが、障害保健福祉圏域の地理的な関係と「岡山県保健医療計画」の二次保健

医療圏が５圏域に分かれていることを考慮して 

・備中圏域を「倉敷・井笠地域」と「高梁・新見地域」 

・美作圏域を「真庭地域」と「津山・勝英地域」 

に細分化し、サブ圏域として位置付けている。 

 

 

（２）日中活動系サービス・居住系サービス（施設入所支援を除く） 

 

これらサービスは、主に現行の施設サービスが移行する新体系サービスとなっており、

市町村圏域だけではなく、より広域的な視点から整備を進めていく必要があります。 

このため、これらサービスについては、広域的なサービス提供網を築いていくため「岡

山県障害者長期計画」において定められている障害保健福祉圏域（3圏域）を区域としま

す。 

 

※日中活動系サービス：生活介護，自立訓練（機能訓練），自立訓練（生活訓練），就労移行

支援，就労継続支援（Ａ型），就労継続支援（Ｂ型），児童デイサー

ビス，短期入所 

※居住系サービス  ：共同生活介護，共同生活援助 

 

 

（３）入所系サービス（施設入所支援・療養介護含む） 

 

入所系サービスについては、障害保健福祉圏域を超えて、より広域性が求められるサー

ビスであることから、全県域を区域とします。 

なお、入所系サービスを利用している障害者等にとっては、日中活動系サービスにつ

いても併せて基盤の整備が図られていることが必要であるため、こうした点についても

留意しながら、サービス基盤の適正配置等に努めていきます。 

 
※日中活動系サービス：療養介護 

※居住系サービス  ：施設入所支援 
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この計画における基本理念等を踏まえ、国の示す基本指針や「市町村障害福祉計画」におけ

る数値目標の設定状況等も考慮して、現行の福祉施設が新しいサービス体系への移行を完了す

る平成２３年度を目標年度として、それぞれ、次の事項について目標を設定し、その達成に向

けて、必要な基盤整備や施策等を講じていきます。 

 

１ 数値目標 
 

（１）地域生活移行の促進 

 

①①施施設設入入所所かからら地地域域生生活活へへのの移移行行  

地域移行に関する障害者等のニーズ等（＊①）も踏まえ、現在、福祉施設に入所して

いる障害者のうち、平成 23 年度末において、グループホーム、ケアホーム、一般住宅

等の地域生活に移行する者の数値目標を次のとおりとします。 

ただし、この数値目標の推進に当たっては、あくまでも居住の場の選択は、障害者

の意向が基本となるものであり、福祉施設への入所が必要とされる障害者等には必要

な入所サービスが提供されるべきものであることに留意するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 目標の設定 

 

１ 現時点の福祉施設入所者（※）の１割を超える人が、地域生活に移行するこ

とを目指します。（平成23年度末まで） 

２ また、新規入所者数等も考慮し、福祉施設への入所者総数が約７％以上減少

することを目指します。（平成23年度末まで） 

         ※福祉施設入所者2,738人（平成17年10月 1日時点）

重点目標 
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＜入所施設から地域生活への移行者数（見込み）＞ 

項  目 数  値 考 え 方 

現入所者数（Ａ） 2,738人 平成17年度10月1日の数とする 

目標年度入所者数

（Ｂ） 
2,522人 平成23年度末時点の利用人数を見込む 

減少見込（Ａ－Ｂ） 
216人 

（7.9％） 
差引減少見込み数 

地域生活移行者数 
295人 

（10.8％） 

施設入所からＧＨ・ＣＨ等へ移行した者

の数 

 

（参考） 

     ＊① サービス利用者アンケート調査（参考資料１を参照）によれば、入所施設や病院にいる

障害者では、入所施設等を出て暮らすとした場合、２５％以上（身体・知的：25.7％、

精神：36.6％）が自宅へ帰ることを望んでおり、グループホームについてもニーズが高

い（身体・知的：25.7％、精神：5.3％）状況です。 

 

②②退退院院可可能能精精神神障障害害者者のの地地域域生生活活へへのの移移行行  

受け入れ条件が整えば退院可能な精神障害者について、その条件を整えていくこと

により平成23年度末までの退院可能精神障害者の退院する者の数値目標を次のとおり

とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜退院可能精神障害者の退院者数（見込み）＞ 

項  目 数  値 考 え 方 

現入院者数（Ａ） 約1,300人（推計） 現在の退院可能精神障害者数 

退院者 
1,090人 

（83.8％） 

上記のうち、平成23年度末までに退院を

目指す数 

 

平成24年度までに、受け入れ条件が整えば退院可能な精神障害者（※）のすべ

てが退院することを目指し、平成23年度末までには、1,100名程度（84％程度）

の退院を目指します。 

    ※退院可能精神障害者約1,300人（平成14年度患者調査から推計）

重点目標 



 －25－

（２）就労移行の促進 

 

福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等を通じて、平成23年度末までに一般就

労に移行する者（＊①）の数に関する数値目標を次のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊① 一般就労に移行する者：一般企業に就職した者（パート就労等を含む。）、在宅就労し

た者及び自ら起業した者等を指します。 

 

 

＜福祉施設から一般就労への移行者数（見込み）＞ 

項  目 数  値 考 え 方 

現在の年間一般就労

移行者数 
71人 

平成17年度において、福祉施設を退所

し、一般就労した者の数 

目標年度の年間一般

就労移行者数 

332人 

4.7（倍） 

平成23年度において施設を退所し、一般

就労する者の数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成23年度末までに、福祉施設の利用者のうち一般就労へ移行する者の数を現

状の実績（※）の４～５倍とすることを目指します。 

※福祉施設から一般就労へ移行した者の実績：71名（平成17年度中）

重点目標 
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なお、国の基本指針を踏まえれば、上記の重点目標にあわせて、平成23年度末までに

おける就労サービスや就労支援施策の利用等に関する見込みについては、以下のとおりと

なります。 

 

項 目 数 値 考え方 

公共職業安定所経由による福祉施

設の利用者の就職件数 
216件 

平成23年度において公共職業安定所の

支援を受けて、福祉施設から一般就労し

た件数 

障害者就業・生活支援センター事業

の支援対象者数 
52人 

平成23年度の福祉施設から一般就労へ

移行する者のうち、障害者就業・生活支

援センター事業の支援対象者数 

障害者の態様に応じた多様な委託

訓練事業の受講者数 

100人 

（30.2％）

平成23年度の福祉施設から一般就労へ

移行する者のうち、障害者委託訓練の受

講者数（受講率） 

障害者試行雇用事業の開始者数 
166人 

（50.0％）

平成23年度の福祉施設から一般就労へ

移行する者のうち、障害者試行雇用事業

の開始者数（開始率） 

職場適応援助者による支援対象者

数 

166人 

（50.0％）

平成23年度の福祉施設から一般就労へ

移行する者のうち、職場適応援助者によ

る支援の利用者数（利用者割合） 

 

 

 

１ 平成23年度までに、現時点の福祉施設の利用者のうち、２割以上の者が就労

移行支援サービスを利用すること。 

また、平成23年度末において就労継続支援サービスを利用する者のうち、３

割はＡ型（雇用型）とすること。 

を目指します。 

 

２ 平成 23年度において、労働局等とも連携を図りながら、福祉施設から一般就

労へ移行する者について、希望するすべての者が公共職業安定所や障害者就業・

生活支援センターによる支援を受けることができる体制づくりを目指すととも

に、 

 ①おおむね３割の者が委託訓練事業を受講すること 

 ②おおむね５割の者が障害者試行雇用事業を活用すること 

 ③おおむね５割の者が職場適応援助者の支援を受けられること 

を目指し、必要な体制整備の充実を推進します。 

サービス利用目標 
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●委託訓練事業   ：企業、社会福祉法人等の多様な委託先を活用し、障害者の能力、適

性及び地域の障害者雇用ニーズに対応した委託訓練を実施し、就職

に必要な知識・技能の習得を図ることにより障害者の就職の促進に

資する。 

●障害者試行雇用事業：障害者を短期の試行雇用（トライアル雇用）の形で受け入れること

により、事業主の障害者雇用のきっかけをつくり、一般雇用への移

行の促進を目指す。 

●職場適応援助者  ：障害者、事業者及び当事者の家族に対して職場適応援助者（ジョブ

コーチ）が障害者の職場に適応するための、きめ細かな支援を実施

する。 

 
（参考） 

    サービス利用者アンケート調査（参考資料１を参照）によれば、在宅の障害者で６割以上、入院・

入所している障害者で４割以上が就労を希望しており、就労へのニーズは高い状況になっています。 

 
 

２ その他の目標 
 
（１）工賃の引上げ 

 

就労継続支援サービス施設（授産施設）での工賃（平成17年度：県内平均月額約11,000

円（全国平均月額約15,000円））について、福祉的就労の経営強化支援等を通じ、その

水準を更に引き上げて行くことを目指します。 

    ※月額工賃の全国平均は、平成14年度社会就労センター協議会調べ 

 

 

（２）法定雇用率の達成の推進 

 

障害者雇用促進法に基づく障害者法定雇用率（1.8％）の達成に向けて企業への働きか

け等を行い、実雇用率を更に引き上げていくことを目指します。 

    ※平成17年度の県内企業の実雇用率：1.68％（全国1.49％） 

 
 

（３）特別支援学校からの就職率の向上 

 

特別支援学校からの就職の率（平成17年度：18.2％）を、進路指導の充実等を通じて、更

に引き上げていくことを目指します。 

    ※平成17年度全国平均 22.7％ 
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３ 目標達成に向けた具体的な取り組み 
 

１、2に掲げる目標の達成を図るため、「岡山県障害者長期計画」に基づいた各種の施策を

総合的に推進していくとともに、それぞれ以下の点に重点を置いて、必要な基盤の充実等を図

っていきます。 

 

（１）地域生活移行の促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①①施施設設入入所所かからら地地域域生生活活へへのの移移行行  

ア 障害者の地域生活を支える関係者間のネットワーク構築 

◆ 各市町村における自立支援協議会が持つ相談支援事業の適切な運営を図ると

ともに、障害者の地域生活を支える総合的な相談支援機能等を高めるため、県レ

ベルで、障害福祉サービス事業者、雇用、教育、医療、ボランティア関係者など

からなる「岡山県障害者自立支援協議会（仮称）」を設置し、障害者の地域生活

を支えるネットワークを構築します。 

 

◆ また、市町村が設置する自立支援協議会が適切に機能を発揮できるよう、必要

な助言等も行っていきます。 

 

◆ さらに、各地域における相談支援の円滑化や強化等を図るため、相談支援マニ

ュアルの作成や相談支援従事者の研修等にも取り組んでいきます。 

 

 

 

障害者の円滑な地域生活移行（病院・施設から退院・退所）を促進するため、自

立訓練サービス等が適切に提供できるよう必要な支援等を行うとともに、障害者が

地域で自立した生活が送れるよう、障害者の地域生活を支える関係者のネットワー

クを構築するほか、手話通訳者等の障害者の社会参加を支えるボランティアの人材

育成、グループホーム等の居住の場の整備等、障害者の地域生活を支える基盤を充

実していきます。 

 また、障害者の地域生活への理解促進（心のバリアフリーの推進）のための啓発

等も積極的に推進します。 

重点的な取組 

主な重点施策の内容 
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＜岡山県障害者自立支援協議会（仮称）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ グループホーム等の居住基盤整備等の推進 

◆ 障害者本人の意向を尊重し、入所（入院）者の地域生活への移行を促進するた

め、その居住の場となるグループホーム、ケアホームの整備を促進します。 

 

◆ 特に、身体障害者のグループホーム・ケアホームについては、地域生活の場と

しての設置が待望されていることから、今後、整備を推進します。 

 

◆ また、地域生活への移行に不安を持つ障害者本人が、試行的にグループホーム

等に入居体験することを支援します。 

 
＜整備目標＞グループホーム・ケアホーム 

 
     
 
 
 
 
 

NPO等民間団体 
障害者関係団体・当事者 

福祉サービス事業者団体 

保健医療機関 

関係行政機関 

教育、雇用、福祉、保健・

医療部門の連携 

相談支援体制の構築 

○地域自立支援協議会への提言 
○人材養成のあり方の協議 等 

ＧＨ・ＣＨ 

現 状 

１３７箇所 

平成23年度整備目標 

２９０箇所 

市町村 

○岡山労働局 等 

岡山県 
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ウ 障害者の社会参加を支える人材の育成 

◆ 障害者等が地域で自立した生活が送れるよう、障害者等の社会参加を支える

様々な人材の育成を推進します。 

 

⇒ 各種の人材育成の見込については、第8章：岡山県地域生活支援事業の章を

参照 

 

②②退退院院可可能能精精神神障障害害者者のの地地域域生生活活移移行行へへのの移移行行  

地域生活移行に関する数値目標の多くを占める退院可能精神障害者について、その円

滑な地域生活移行を促進するため、①のほか、精神保健福祉センター及び保健所におい

て関係機関との連携のもと、以下の事業などにも取り組んでいきます。 

 

ア ＡＣＴ-おかやま事業 

◆ 多職種の専門職チームが医療を含む包括的な訪問系サービス等を提供し、重

度精神障害者の地域支援システムを構築します。 

 

 

＜ＡＣＴ-おかやま事業＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村 

ホステル 

地域生活支援センター 

利用

支援

支援 

医療・福祉等の包括的

サービスの提供 

精神障害者・家族

保健所 

精神保健福祉センター 

ＡＣＴチーム 
・精神科医 
・保健師 
・精神保健福祉士 
・作業療法士 等 

精神科病院 

支援 
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イ 精神障害者退院促進支援事業等 

◆ 症状が安定し、条件が整えば退院可能な者に対して、自立支援員がケアマネジ

メントを行いながら退院に向けた支援を行います。 

 

◆ 障害当事者のボランティアを活用し、退院後の生活に不安を抱える患者、退院

後間もない患者のもとなどに派遣して、地域生活を支えていきます。 

 

◆ 精神障害者の住まいを確保するため、民間による家賃保証制度の活用を促進す

るとともに、家賃保証料の一部を助成します。 

 

 

＜精神障害者退院促進支援事業＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見学同行 

見学同行 外泊支援 

体験入所 

主治医 

ケースワーカー

自立支援員 

精神保健福祉センター 

NPO 法 人

自立支援員

地域活動支援センター 

ホステル グループホーム

自宅

自立支援協議会 

（精神保健福祉センター、

自立支援員、保健所、市町

村等） 

精神科病院 

対象者
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ウ 「基幹型地域生活支援センター」の運営等 

◆ 地域で暮らす障害者を支援するため、「基幹型地域生活支援センター」を設置

し、来所相談、家庭訪問、日常生活支援、地域交流、就労支援等の活動を行いま

す。 

 

◆ 地域で暮らす障害者を支援するため、24 時間電話相談事業を行います。 

 

◆ 精神障害者が短期間宿泊できる『ホステル』を運営し、地域生活移行に向けた

訓練の場、再入院防止のための休息の場を提供します。 

 
＜基幹型地域生活支援センター＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（参考）その他障害者の地域生活を支える各種の取組 

    ①福祉のまちづくり推進事業 

「岡山県福祉のまちづくり条例」に基づき、障害者等の活動をはばむさまざまなバリア（障

壁）を取り除き、誰もが自由に行動し、安全で快適に生活できるバリアフリー社会の実現を

目指して、「心」「情報」「物」の３つのバリアフリーを総合的に推進しています。 

 

    ②県営住宅における障害者への優遇措置 

県営住宅における障害者の入居について、以下の優遇措置を講じています。 

 

○当選率の優遇措置等 

当選率の優遇措置を行うとともに、県営住宅への入居収入基準の緩和措置を行っていま

す。 

 

 

 

24 時間電話相談 ホステル事業 

日常生活支援 

就労支援 

地域交流活動 

基幹型地域生活支援センター
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○身体障害者向住宅の確保 

下肢又は体幹機能障害の１級もしくは２級の身体障害者がいる世帯を入居可能とする

住宅（39戸）を確保しています。 

 

○同居親族要件の緩和 

精神障害者及び知的障害者の県営住宅への単身入居を可能としています。 

 

○家賃減免制度 

入居者又は同居者が所得税法に規定する特別障害者である場合に原則として家賃の

25％を減免しています。 

 

 

（２）就労移行の促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①①障障害害者者のの就就労労移移行行推推進進にに必必要要なな基基盤盤のの充充実実  

ア 障害者の就労を支える関係者間のネットワークの構築 

◆ 障害者の円滑な就労移行を推進するため、県レベルで、障害福祉サービス事業

者、雇用関係行政機関、企業、教育関係行政機関等の関係者からなる「岡山県障

害者雇用支援合同会議（仮称）」を設置し、障害者の就労移行等を支えるネッ

トワークを構築します。 

 

 

 

 
 

 

福祉施設から一般就労への円滑な移行等を促進するため、就労移行支援サービス

等が適切に提供されるよう市町村や事業者への必要な支援等を行うとともに、障害

者の就労移行を推進する関係者のネットワークの構築や、障害者に対する就労面と

生活面での一体的な支援体制の整備等、障害者の就労を支援する基盤の充実を図っ

ていきます。 

また、工賃の引き上げ等に向けた事業者の創意工夫等を促していくため、福祉的

就労の経営強化等への支援を進めるとともに、障害者の雇用の促進等に関する企業

等への普及啓発や、重度障害者の在宅就労支援等も推進していきます。 

重点的な取組 

主な重点施策の内容 
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＜岡山県障害者雇用支援合同会議（仮称）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※障害者雇用推進や授産活用の拡大に向けた協議等 

 

就労支援ネットワーク 

○就労支援施策の総合調整 

○事例の研究      等 

保健・医療機関 

企業団体 

福祉サービス事業者団体 

労働関係機関 

障害者団体 

市町村 

岡山県 

岡山労働局 

行 政 

福祉、保健・医療、

雇用、教育部門 
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利用対象者 

イ 障害者の就労・生活を一体的にフォローする基盤の整備 

障害者の就労面と生活面でのきめ細かいサポート（職場定着フォローや就業生活相

談等）ができるよう、「障害者就業・生活支援センター」等の基盤の充実を図ります。 

現在、県内２か所（備前圏域・備中圏域にそれぞれ１か所）のセンターをすべての

障害保健福祉圏域（３圏域）にも整備することを目指します。 

⇒整備見込は、第 8章：岡山県地域活動支援事業の章を参照 

 
 

＜障害者就業・生活支援センター＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岡山障害者職業センター 

公共職業安定所 

企  業 

 
職場実習 雇 用 

他の施設等 

就職後の定着支援職場実習の支援

休職・離職者の受け入れ 

生活支援 

就職チャレンジ 

基礎訓練
等の活用 

障害者就業・生活支援センター 

 ・職業評価（地域センターに依頼）

 ・個別カリキュラムの作成 

 ・基礎訓練（併設施設等を活用） 

 ・職場実習（事業主等にあっせん）

 ・職場定着支援プログラムの作成 

 ・就職後の定着支援（安定所と連携）

 ・障害者雇用支援者の養成 

併設施設等 
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・ＩＴ機器の展示

・ＩＴに関する相談業務

作業依頼

完成品

教育・訓練
サポ－ト 昇格

訓練生

ﾊﾞｰﾁｬﾙ工房おかやま

障害者ＩＴサポ－トセンタ－おかやま

作業の受発注

営業活動

進捗管理

②②障障害害者者就就労労をを支支援援すするる各各種種施施策策のの推推進進  

ア 障害者雇用を支援する施策の推進 

岡山労働局や（社）岡山県雇用開発協会等とも連携して、事業主に対する法定雇用

率の周知・啓発等を推進していくとともに、障害者雇用促進セミナーの開催や「障害

者雇用納付金制度」による助成等を通じて、障害者の雇用機会の拡大に努めていきま

す。 

また、「障害者試行雇用事業」、「職場適応訓練事業」や「障害者委託訓練事業」

等、障害者の就労を支援する各種事業が、適切かつ十分に提供されるよう努めるとと

もに、障害者就職面接会の開催等も通じて、障害者の就業の促進を図っていきます。 
 

イ 重度障害者等の在宅就労支援の推進 

障害者の在宅就労やＩＴ利用等の促進を図る総合的なサービス拠点としての「障害

者ＩＴサポートセンターおかやま」を運営し、障害者の在宅就労、起業等様々なＩ

Ｔに関する支援や相談に応じるなど、障害者の在宅就労や起業・創業を促進します。 
また、通勤など移動に制約を抱え、あるいは健康上の理由から企業での勤務に耐え

られない重度障害者に対して、ＩＴを活用した「バーチャル工房おかやま」を運営

し、在宅就労機会の拡大を図ります。 

 
＜障害者ＩＴサポートセンターおかやま＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

バーチャル工房 

会員 
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③③福福祉祉的的就就労労経経営営のの強強化化にに向向けけたた事事業業者者支支援援  

工賃水準の引上げ等を目指した就労継続支援等サービス事業者（授産施設）の取組や

創意工夫を促すため、新たな製品等の開発、作業の効率化、販路開拓などに向けた経営

セミナーや、経営相談を実施します。 

 

④④特特別別支支援援学学校校ににおおけけるる進進路路指指導導のの充充実実等等  

特別支援学校卒業生の円滑な就労移行等を支援するため、特別支援学校における進

路指導体制の整備・充実とともに、進路指導担当者連絡協議会での研修や、キャリア

教育支援員を活用した職場開拓、高等部の産業現場等における実習の充実を図ります。 

また、生徒の進路意識の高揚を図るための中学部からの職場体験を実施するほか、

「岡山県障害者自立支援協議会（仮称）」や「岡山県障害者雇用合同会議（仮称）」

のネットワークも活用して就職先開拓や職場体験実習の促進を図っていきます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

企業における就労体験の実施 

○働くことへの興味・関心、意欲の向上 

○進路に関する選択肢の広がり 

○自己の適性の理解 

～ ジョブ支援員の活用 ～ 

・個々の生徒の実態に応じた適切なサポート

・体験先の企業の理解・拡大 

・個々の生徒の特性、希望に応じた多様な体

験の設定 

企業における職場実習の拡充 

○企業実習生の増加 

○職業意識、就労意欲の向上 

○自己の適性に応じた進路選択 

○就労への円滑な移行 

就労移行・就労継続の支援 

中
学
部 

高
等
部 

社
会 

職
業
自
立
に
向
け
た
就
労
支
援 
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（参考）その他障害者の就労移行等を支える各種の取組 
    ①県庁内障害者インターンシップ受入事業 

障害者を短期間、研修生として受け入れ、就労体験の場を提供することを検討します。 

 

    ②県建設工事における入札参加資格の制度改定 

県建設工事に係る入札参加資格において、企業の障害者雇用の状況を評価する制度を

平成18年8月から導入しました。 

 

    ③県の物品購入における入札制度等の見直し 

県の物品購入に係る入札参加資格において、企業の障害者雇用の状況を評価する制度

の導入を検討しています。 

 

    ④授産物品の購入の促進 

授産施設等からの授産物品等の購入を促進していきます。 

  
  

＜就労支援の体系＞ 
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

[働く場の提供] 

 就労継続支援サービス 

（授産活動等を通じた能力向上） 

[一般就労への移行] 

 就労移行支援サービス 

（マナー、職業習慣、授産活動） 

[その他障害者雇用施策] 

・障害者試行雇用事業 

・職場適応訓練事業 

・障害者委託訓練 等 

 

 

障害者就業・生活支援センター 

 就業・職場定着支援 

 就業に伴う生活支援など 

就
職
・
起
業
・
在
宅
就
労 

職場定着 離 職 

●

福
祉
施
設
利
用
者
・
在
宅
者
・
離
職
者 

●

特
別
支
援
学
校
卒
業
生 

 
 
 
 
 

等 

再チャレンジ

障害者自立支援法給付等の利用     職場定着期フォロー 

障害者雇用支援合同会議（仮称）の設置 

障害者就労の推進 

②-イ 
重度障害者等
の在宅就労支
援の推進 

①-ア 
障害者の就労を支える
関係者間のネットワー
クの構築 

④特別支援学校
における進路指
導の充実等 

①-イ 
障害者の就
労・生活を
一体的にフ
ォローする
基盤の整備

③福祉的経営
の強化に向け
た事業者支援 

②-ア 
障害者雇用を
支援する施策
の推進 

障 
 

害 
 

者 
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サービス区分ごとの見込量の年度推移

2,738 2,741 2,702 2,645 2,522

649 722 809 903 1,335

5,731 6,317 6,767 7,098
8,338

2,362
2,692

3,014
3,331

4,119

0

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

17年度 18年度 19年度 20年度 23年度

(人分）

入所系サービス 居住系（ＧＨ等）サービス 日中活動系サービス 訪問系サービス

 

 

 
障害者自立支援法に基づく障害福祉サービスの必要な見込量は、「市町村障害福祉計画」との

整合性を図り、市町村数値を基にしています。 

市町村では、国が定めた基本指針や標準的な推計手順等を基本としつつ、これまでの支援費支

給実績や当該地域における実情等を勘案しながら算出しています。 

なお、この必要なサービス量の算定に当たっては、各市町村においても、地域生活や一般就労

への移行に関する数値目標を設定（目標年度：平成 23 年度）し、その上で、当該数値目標が達

成されることを前提にして、必要なサービス量の見込等を算出しています。 

 

１ 必要なサービスの見込量と確保の方策 
 

＜障害福祉サービス利用量の見込の状況（全体）＞ 
単位：人/月 

区  分 17年度 18年度 19年度 20年度 23年度 

訪問系サービス 2,362 2,692 3,014 3,331 4,119

日中活動系サービス 5,731 6,317 6,767 7,098 8,338

居住系サービス（GH等） 649 722 809 903 1,335

入所系サービス 2,738 2,741 2,702 2,645 2,522

合   計 11,480 12,472 13,292 13,977 16,314

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ※これらサービス区分は、旧体系サービスを含む。 
 

第６章 障害福祉サービスの必要な見込量とその確保の方策等 

11,480
12,472

13,977
13,292

16,314 

訪問系サービス    日中活動系サービス    居住系（ＧＨ等）サービス    入所系サービス 
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新体系サービスへの移行の年度推移

2,738 2,697 2,163 1,786

5,731
4,160

3,326
2,610

44

539
859

2,491

2,157 3,441 4,488
8,271

649
722 809 9032,362
2,692

3,014
3,331

31
67

1,335

4,119

0

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 H23年度

(人分）

＜新体系サービスへの移行割合＞ 
 

事業所の移行計画書による新体系サービスへの移行希望をまとめると次のようになってい

ます。 

 

＜新体系サービスへの移行の年度推移＞ 

区 分 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 H23年度

訪問系サービス 2,362 2,692 3,014 3,331 4,119

居住系サービス（GH等） 649 722 809 903 1,335

日中活動系サービス - 2,157 3,441 4,488 8,271
新体系サービス 

入所系サービス - 44 539 859 2,491

日中活動系サービス 5,731 4,160 3,326 2,610 67
旧体系サービス 

入所系サービス 2,738 2,697 2,163 1,786 31

合  計 11,480 12,472 13,292 13,977 16,314

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,480 
12,472

13,977
13,292

16,314 

訪問系サービス                    居住系サービス（ＧＨ等） 

新体系：日中活動系サービス            新体系：入所系サービス 

旧体系：日中活動系サービス            旧体系：入所系サービス 
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＜新体系サービスへの移行割合の推移＞ 

区 分 H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度

上期 - 25.00% 10.60% 10.90% 10.20% 15.80% 

下期 1.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 26.30% 身体障害者施設 

累計 1.20% 26.20% 36.80% 47.70% 57.90% 100.00%

上期 - 17.90% 15.50% 37.60% 12.90% 4.30% 

下期 4.90% 2.10% 3.30% 0.00% 0.00% 1.50% 知的障害者施設 

累計 4.90% 24.90% 43.70% 81.30% 94.20% 100.00%

上期 - 30.50% 9.70% 0.00% 22.40% 0.00% 

下期 10.40% 0.00% 0.00% 27.00% 0.00%  精神障害者施設 

累計 10.40% 40.90% 50.60% 77.60% 100.00% 100.00%

  ※移行計画書の集計結果 
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（１）訪問系サービス 

 

居宅介護等の訪問系サービス（居宅介護、重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支

援）は、日常生活上の介護や支援が必要な障害者等が居宅で生活していく上で重要なサービ

スです。 

このため、ホームヘルパー等の計画的養成や資質の向上を図るとともに、事業者の参入

促進を図るなど、県内どこでも必要な訪問系サービスが利用できることを目指して、必要

とされるサービス量が充足されるよう努めます。 

 

 

①①居居宅宅介介護護  

ホームヘルパー等が居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事の介護、掃除・洗濯等の家事

援助を行うサービスです。 

 

②②重重度度訪訪問問介介護護  

ホームヘルパー等が居宅を訪問し、重度の肢体不自由者で常に介護が必要とされる人

に、入浴、排せつ、食事の介護や外出時における移動中の介護などを総合的に行うサー

ビスです。 

 

③③行行動動援援護護  

知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害があり、常時介護を必要

とする人に対して、ホームヘルパー等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必

要な援護や外出時における移動中の介護支援、外出支援を行うサービスです。 

 

④④重重度度障障害害者者等等包包括括支支援援  

常時介護を要する障害があり、その介護の必要の程度が著しく高い人に対して、サー

ビス利用計画に基づき居宅介護等の複数のサービスを包括的に行うサービスです。 
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2,938 3,213 4,113

29,173

34,805

7534233262772,440
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(時間）

単位：時間/月 

区  分 18年度 19年度 20年度 23年度 

備 前 圏 域 22,547 25,784 29,320 33,585

備 中 圏 域 26,087 27,756 29,552 35,299

美 作 圏 域 2,717 3,264 3,636 4,866

合   計 51,351 56,804 62,508 73,750

倉敷・井笠圏域 25,771 27,409 29,173 34,805

高梁・新見圏域 316 347 379 494

津山・勝英圏域 2,440 2,938 3,213 4,113

居
宅
介
護
、
重
度
訪
問
介
護
、 

行
動
援
護
、
重
度
障
害
者
等
包
括
支
援 

再 

掲 

真 庭 圏 域 277 326 423 753

 

＜見込量＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56,804

62,508

73,750 

51,351 

備前圏域   倉敷・井笠圏域   高梁・新見圏域   津山・勝英圏域   真庭圏域 
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（人）
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（２）日中活動系サービス 

 

障害者等の自立と社会参加の促進を図るためには、障害者等のニーズ等に応じて、その必

要とする日中活動の場に係るサービス（生活介護、自立訓練（機能訓練・生活訓練）、就労

移行支援、就労継続支援（A型・B型）、療養介護、児童デイサービス、短期入所）が十分

に受けられることが必要です。 

また、特に、児童デイサービスは、児童の療育機会確保の観点から、短期入所について

は、家族介護者への支援の観点からも重要なサービスです。 

このため、福祉人材センター等との連携により、適切なマンパワー確保を目指すととも

に、小規模作業所の法定サービスへの移行も含めた参入促進を図るなど、希望する障害者

がこれら日中活動系サービス等の提供を受けることができることを目指して、必要なサー

ビス量が充足されるよう努めます。 

 

＜見込量（全体）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,317 

6,767
7,098

8,338 

生活介護        自立訓練          就労移行支援        就労継続支援 

療養介護        児童デイサービス     短期入所           旧体系サービス 
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①①生生活活介介護護  

常に介護を必要とする人に、入浴、排せつ、食事等の介護や日常生活上の支援を行

うとともに、創造的活動又は生産活動の機会を提供します。 

 

＜見込量＞                           単位：人日/月 

区  分 18年度 19年度 20年度 23年度 

備 前 圏 域 3,036 7,854 10,802 26,334

備 中 圏 域 2,254 6,081 9,733 26,774

美 作 圏 域 1,038 4,098 5,546 12,105

合   計 6,328 18,033 26,081 65,213

 

 
②②自自立立訓訓練練（（機機能能訓訓練練））  

身体障害者が地域生活を営む上で、身体機能、生活能力の維持・向上のため、一定

期間、身体機能のリハビリテーションや歩行訓練、コミュニケーションや家事等訓練

を行います。 

 

＜見込量＞                           単位：人日/月 

区  分 18年度 19年度 20年度 23年度 

備 前 圏 域 22 132 132 1,100

備 中 圏 域 112 455 565 1,250

美 作 圏 域 0 90 134 334

合   計 134 677 831 2,684

 

 
③③自自立立訓訓練練（（生生活活訓訓練練））  

知的障害者や精神障害者が地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、

一定期間、食事等日常生活能力を向上するための訓練を行います。 

 

＜見込量＞                           単位：人日/月 

区  分 18年度 19年度 20年度 23年度 

備 前 圏 域 418 858 1,782 4,114

備 中 圏 域 117 1,153 2,552 2,552

美 作 圏 域 110 690 764 1,540

合   計 645 2,701 5,098 10,514
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④④就就労労移移行行支支援援  

一般就労等を希望する障害者に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のた

めに必要な訓練や適性に合った職場探しや就労後の職場定着のための支援を行います。 

 

＜見込量＞                           単位：人日/月 

区  分 18年度 19年度 20年度 23年度 

備 前 圏 域 1,716 3,036 4,576 8,514

備 中 圏 域 216 2,402 3,557 7,559

美 作 圏 域 242 988 1,054 3,119

合   計 2,174 6,426 9,187 19,192

 

 

⑤⑤就就労労継継続続支支援援（（AA 型型））  

事業所内において、雇用契約に基づく働く場を提供し、知識及び能力の向上のため

に必要な訓練を行うとともに、一般就労への移行に向けた支援も行います。 

なお、この必要サービス量の設定に当たっては、より安定的な就労継続支援サービ

スの提供を促進していく観点から、平成23年度末において、就労継続支援事業の対象

者と見込まれる数の3割以上がA型となるよう目指しています。 

 

＜見込量＞                           単位：人日/月 

区  分 18年度 19年度 20年度 23年度 

備 前 圏 域 0 330 792 4,400

備 中 圏 域 9 436 858 3,887

美 作 圏 域 22 44 198 1,381

合   計 31 840 1,848 9,668
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⑥⑥就就労労継継続続支支援援（（ＢＢ型型））  

一般企業や就労継続支援事業（Ａ型）での就労経験があって、年齢や体力の面で就

労が困難となった人などに雇用契約に基づかない、働く場を提供するとともに、知識

及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 

 
＜見込量＞                           単位：人日/月 

区  分 18年度 19年度 20年度 23年度 

備 前 圏 域 2,904 5,236 8,140 10,098

備 中 圏 域 1,593 3,441 4,965 9,020

美 作 圏 域 169 1,378 1,882 4,041

合   計 4,666 10,055 14,987 23,159

 

 
⑦⑦療療養養介介護護  

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関において医学的管理の下に、食事、入

浴等の介護及び日常生活上の相談支援等を行います。 

 

＜見込量＞                            単位：人/月 

区   分 18年度 19年度 20年度 23年度 

全 県 域 21 26 28 35

 

 

⑧⑧児児童童デデイイササーービビスス  

障害児が、日常生活における基本的な動作の習得や、集団生活に適応することがで

きるよう訓練等を行います。 

 

＜見込量＞                           単位：人日/月 

区  分 18年度 19年度 20年度 23年度 

備 前 圏 域 2,776 3,117 3,560 4,731

備 中 圏 域 4,062 4,378 4,675 5,640

美 作 圏 域 530 599 629 709

合   計 7,386 8,154 8,864 11,080
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⑨⑨短短期期入入所所  

自宅において、障害者の介護をする人が病気等の場合に、短期間、夜間も含め施設で、

入浴、排せつ、食事等の介護や日常生活上の支援等を行います。 

 
＜見込量＞                           単位：人日/月 

区  分 18年度 19年度 20年度 23年度 

備 前 圏 域 836 956 1,072 1,413

備 中 圏 域 876 973 1,056 1,313

美 作 圏 域 402 454 507 684

合   計 2,114 2,383 2,635 3,410

 

 
 
（３）居住系サービス 

 

障害者が自立し、地域社会で共に生活していくためには、障害者本人の意向を尊重しつ

つ、「生活の場」が十分確保されていることが必要です。 

特に、施設入所や入院から地域生活への円滑な移行を促進していくためには、グループ

ホーム、ケアホームなどの居住基盤の整備促進が必要です。 

このため、こうした地域生活における居住基盤の整備促進を進めながら、必要なサービ

ス量が充足されるよう努めます。 

 

＜見込量＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,845 

3,358 3,432 3,494

ＧＨ・CH         施設入所支援          旧体系サービス 
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①①共共同同生生活活援援助助（（ググルルーーププホホーームム））及及びび共共同同生生活活介介護護（（ケケアアホホーームム））  

知的障害者や精神障害者が、地域において自立した日常生活を営むために、共同生

活を行う住居で、相談や日常生活の援助又は、入浴、排せつ、食事の介護等を行いま

す。 

なお、経過的に設置が認められている入所施設又は病院の敷地内に存する「地域移

行型ホーム」における共同生活援助及び共同生活介護については、今後のグループホ

ーム、ケアホームの基盤充実の動向も踏まえる必要があることから、当分の間、すべ

ての障害保健福祉圏域を指定の対象とします。 

 
＜見込量＞                           単位：人日/月 

区  分 18年度 19年度 20年度 23年度 

備 前 圏 域 308 347 399 665

備 中 圏 域 219 250 300 445

美 作 圏 域 90 133 150 213

合   計 617 730 849 1,323

 

 

 
②②施施設設入入所所支支援援  

生活介護、自立訓練及び就労移行支援等のサービスを受ける人に日中活動とあわせて、

入所施設において、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護を行います。 

 
＜見込量＞                            単位：人/月 

区   分 18年度 19年度 20年度 23年度 

全 県 域 44 539 859 2,491
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（４）指定相談支援 

 

障害者に対して効果的なサービス提供を行うためには、サービス提供事業者等の連絡調 

整の適切な実施や、様々な種類のサービスを適切に組み合わせ、計画的に利用できるよう

にすることが必要です。 

このため、相談支援従事者の計画的養成や資質の向上を図るなど、必要なサービス量が

充足されるよう努めます。 

 

①①指指定定相相談談支支援援（（「「ササーービビスス利利用用計計画画作作成成費費」」にによよるる支支援援ササーービビスス））  

支給決定を受けた障害者等で、特に計画的な支援を必要とする者（例：入院・入所か

ら地域生活へ移行するため集中的な支援が必要な者、知的障害や精神障害あるいは極

めて重度な身体障害のため自ら適切なサービス調整等ができない者等）に対して、サ

ービス利用計画の作成や、障害福祉サービス事業者等との連絡調整等を行うサービス

です。 

＜見込量＞                             単位：人/月 

区  分 18年度 19年度 20年度 23年度 

備 前 圏 域 173 226 281 407

備 中 圏 域 152 175 194 265

美 作 圏 域 36 54 65 109

合   計 361 455 540 781

倉敷・井笠圏域 147 170 189 258

高梁・新見圏域 5 5 5 7

津山・勝英圏域 32 48 56 84

再 

掲 

真 庭 圏 域 4 6 9 25

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

781 

540 

455 

361 

備前圏域         備中圏域         美作圏域 
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２ 指定障害者支援施設の必要入所定員総数等 

◆ 指定障害福祉サービス（生活介護及び就労継続支援（Ｂ型））及び施設入所支援サービ

スについての必要なサービス量又は入所定員総数は、１の必要なサービス見込量を踏まえ、

それぞれ、次のとおりとします。 

 

◆ 特にこれらサービスについては、必要なサービス量の範囲内で、サービス基盤の整備を

進めることとしますが、その取扱いについては、新体系への移行の状況等も十分に踏まえ

ながら、必要に応じた見直しなど、柔軟な対応を図っていきます。 

（これらサービスは、障害者自立支援法第36条第4項又は第38条第2項の規定により、

指定の申請があった場合において既に必要なサービス量に達しているとき等には、指定を

しないことができることとされています。） 

 

（１）特定障害福祉サービス 

 

障害者自立支援法第36条第4項の規定に定める各年度ごとの特定障害福祉サービスの区

域ごとの必要な量は、1の必要なサービス見込量を踏まえ、次のとおりとします。 

 

①①生生活活介介護護  

単位：人 

区  分 18年度 19年度 20年度 23年度 

備 前 圏 域 138 357 494 1,197 

備 中 圏 域 130 276 442 1,217 

美 作 圏 域 51 195 261 552 

合   計 319 828 1,197 2,966 

 

②②就就労労継継続続支支援援（（ＢＢ型型））  

単位：人 

区  分 18年度 19年度 20年度 23年度 

備 前 圏 域 132 238 370 459 

備 中 圏 域 72 156 226 410 

美 作 圏 域 8 63 86 185 

合   計 212 457 682 1,054 

  

     ※この数値は 1のサービス見込みを踏まえ、定員換算したものです。 
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（２）必要入所定員総数 

 

障害者自立支援法第38条第2項の規定による各年度の指定障害者支援施設の入所定員総

数（全県域）は、1の必要なサービス見込量を踏まえ、次のとおりとします。 

単位：人 

区  分 18年度 19年度 20年度 23年度 

施 設 入 所 支 援 44 539 859 2,491 

旧 法 施 設 2,697 2,163 1,786 31 

合   計 2,741 2,702 2,645 2,522 
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2,522 

 施設入所支援         旧法施設サービス 
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障害者自立支援法（抄） 

（指定障害福祉サービス事業者の指定） 

第三十六条 

４ 都道府県知事は、特定障害福祉サービスにつき第一項の申請があった場合において、当

該都道府県又は当該申請に係るサービス事業所の所在地を含む区域（第八十九条第二項第

一号の規定により都道府県が定める区域とする。）における当該申請に係る指定障害福祉

サービスの量が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県障害福祉計画に

おいて定める当該都道府県若しくは当該区域の当該指定障害福祉サービスの必要な量に既

に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認

めるとき、その他の当該都道府県障害福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認め

るときは、第二十九条第一項の指定をしないことができる。 

 

（指定障害者支援施設の指定） 

第三十八条 

２ 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、当該都道府県における当該申請に

係る指定障害者支援施設の入所定員の総数が、第八十九条第一項の規定により当該都道府

県が定める都道府県障害福祉計画において定める当該都道府県の当該指定障害者支援施設

の必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の指定によってこれを

超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県障害福祉計画の達成に支障を生ず

るおそれがあると認めるときは、第二十九条第一項の指定をしないことができる。 
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１ 基本的な考え方 

◆ 福祉サービスは対人サービスであり、サービスの支え手は「人」です。こうした考え

方のもと、質の高いサービスが十分に提供されるよう、ホームヘルパーや手話通訳者等

の障害福祉サービスや市町村地域生活支援事業等を支える人材を必要かつ十分に養

成・確保するとともに、その資質の向上を推進していきます。 

 

◆ 質の高い福祉サービスの提供を促進するとともに、障害者の適切なサービス選択に

も資するため、「福祉サービス第三者評価事業」を推進していきます。 

 

２ 人材の確保等について 

◆ 必要サービス量が十分に充足されることを目指し、障害福祉サービスや市町村地域生

活支援事業等を支える様々な人材の養成確保を進めていきます。 

 

◆ 養成後においても、可能な限り、サービス提供に従事してもらうよう働きかけるなど、

ニーズに適切に対応できるよう努めます。 

 

⇒ 各種の人材養成の目標については、第8章：岡山県地域生活支援事業の章を参照。 

 

３ サービスの質の向上について 

◆ 福祉サービスの質の向上を図るとともに、 障害者の適切なサービス選択にも資する

ため、「福祉サービス第三者評価事業」を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７章 人材の養成・確保と資質の向上 
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＜福祉サービス第三者評価事業＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス事業者の評価項目例
　・利用者本位の福祉サービス
　・サービスの質の確保
　・日常生活支援サービス
　・生活環境の整備 等

　　　　　岡山県
　　（第三者評価推進委員会）
　
  ・評価機関認証要件の策定
  ・評価基準等の策定
  ・評価調査者研修の実施
  ・評価機関の認定
　・第三者評価事業の普及啓発
  ・第三者評価事業に関する苦情等への
    対応

第三者評価機関

福祉サービス事業者

認　証

基準策定

研修実施

評価申込評　価

評価結果の公表

ＷＡＭ　ＮＥＴ
第三者評価事業に関する情報掲載

評価機関の
情報提供

情報の利用 利用申込サービス提供

利　用　者　・　家　族
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１ 基本的な考え方 

◆ 都道府県が行う地域生活支援事業では、主に、専門性の高い相談支援や人材育成な

どの広域的な見地からの支援事業を行うこととされています。 

 

◆ 多くの福祉サービスが含まれている市町村地域生活支援事業を含め、市町村で円滑

なサービス提供が可能となるよう、また、障害者等のニーズを踏まえた必要な事業の

量と質が確保されるよう配慮しながら、岡山県地域生活支援事業を推進していきます。 

 

◆ なお、地域生活支援事業は、地域の実情や状況に応じて柔軟な事業形態による事業

運営が可能な事業とされています。このため、岡山県地域生活支援事業についても、

施行の実情等も踏まえながら、新たなニーズ等への対応も可能となるよう、柔軟な事

業運営を行っていきます。 

 

 

２ 主な事業の内容 

岡山県地域生活支援事業としては、主として以下の事業に取り組んでいきます。 

 

 

（１）専門性の高い相談支援事業 

 

①①「「障障害害者者就就業業・・生生活活支支援援セセンンタターー」」のの運運営営  

障害者の就労面と生活面のきめ細かいサポート（職場定着フォローや就業生活相談

等）ができるよう、「障害者就業・生活支援センター」の運営等を行います。なお、現

在、県内2か所（備前圏域・備中圏域にそれぞれ１か所）のセンターをすべての障害保

健福祉圏域（3圏域）に整備することを目指し、基盤の充実を図っていきます。 

 

＜見込数＞                    単位：箇所 

18年度 19年度 20年度 23年度 

2 3 3 3 

 

 

 

 

 

第８章 岡山県地域生活支援事業の実施  
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②②「「おおかかややまま発発達達障障害害者者支支援援セセンンタターー」」のの運運営営  

発達障害を有する障害児（者）に対する支援を総合的に行う地域の拠点として「お

かやま発達障害者支援センター」を設置し、専門的な相談支援や関係機関との連携強

化など、総合的な支援を行います。 

※平成 18 年度は、1ヶ所（利用者 416 名） 

 

③③高高次次脳脳機機能能障障害害支支援援普普及及事事業業 

高次脳機能障害者への支援を行うために支援拠点機関を指定し、相談支援コーディネ

ーターを配置して、専門的な相談支援、関係機関の地域支援ネットワークの充実、高次

脳機能障害の支援手法に関する研修等を通じ、高次脳機能障害者に対する支援の普及を

行います。 

※平成 18 年度は、2ヶ所 

 

 

（２）広域的な支援事業 

 

①①相相談談支支援援体体制制ササポポーートト事事業業 

「岡山県障害者自立支援協議会（仮称）」の運営等により、地域のネットワーク構築

に向けた指導・調整等の広域的支援を行うなど、地域における相談支援体制をサポート

します。 

※平成 18 年度は、1ヶ所 

 

②②障障害害児児等等療療育育支支援援事事業業 

在宅の重症心身障害児等の地域における生活を支えるため、市町村地域生活支援事業

における障害児等に対する療育一般相談機能との連携を図りながら、訪問による療育指

導や専門的な療育指導などを実施します。 

※平成 18 年度は、8ヶ所 

 

③③精精神神障障害害者者退退院院促促進進事事業業 

精神保健福祉士等の自立支援員が、医療機関や市町村等と連携して退院に向けた支

援や調整を行います。 

また、ＡＣＴ-おかやま事業やホステル運営事業等との連携も図り、より効果的な事

業の実施に努め、退院を促進します。 

     ＜見込数＞ 

18年度 19年度 20年度 23年度 

実施箇所数 利用者数 実施箇所数 利用者数 実施箇所数 利用者数 実施箇所数 利用者数 

1 20 2 40 10 200 12 120
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④④基基幹幹型型地地域域生生活活支支援援セセンンタターー事事業業 

県内の地域活動支援センターⅠ型のバックアップ事業として、精神障害者に対する全

県的な理解促進事業や地域における生活支援を実施します。 

※平成 18 年度は、1ヶ所 

 
⑤⑤2244 時時間間電電話話相相談談事事業業・・ホホスステテルル事事業業 

県内の市町村の相談支援業務のバックアップ事業として、２４時間電話相談事業を行

うとともに、退院支援施設として短期滞在（ホステル）事業を実施します。 

※ホステル事業：平成 18 年度は、1ヶ所 

 

 

（３）各種人材の養成・資質向上 

 

①①障障害害程程度度区区分分認認定定調調査査員員等等のの養養成成 

円滑かつ適切に障害程度区分の判定等が行われるよう、障害程度区分認定調査員や市

町村審査会委員等に対する養成研修を実施します。 

 

＜見込数＞                         単位：人/年 

区  分 18年度 19年度 20年度 23年度 

障害程度区分認定調査員 459 460 460 460 

市 町村審査会委員 276 280 280 280 

 

 

②②相相談談支支援援従従事事者者のの養養成成  

障害者等の意向に基づき各サービスが総合的かつ適切に利用等されるよう、相談支援

事業に従事する者に対する養成研修を実施します。 

 

＜見込数＞                         単位：人/年 

18年度 19年度 20年度 23年度 

449 190 190 190 
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③③ササーービビスス管管理理責責任任者者のの養養成成  

事業所や施設におけるサービスの質を確保するとともに、個別支援計画の作成やサ

ービス提供プロセスの管理等が適切に行われるよう、サービス管理責任者に対する養

成研修を実施します。 

 

＜見込数＞                         単位：人/年 

18年度 19年度 20年度 23年度 

200 200 200 200 

 
④④居居宅宅介介護護従従事事者者等等のの養養成成  

居宅介護や行動援護サービス等が良質かつ適切に提供されるよう、居宅介護従事者

等の養成研修を実施します。 

 

＜見込数＞                          単位：人/年 

区  分 18年度 19年度 20年度 23年度 

居宅介護従事者 140 140 140 140 

行動援護従事者 50 50 50 50 

 

⑤⑤手手話話通通訳訳者者ややボボラランンテティィアア等等のの養養成成  

障害者等の自立と社会参加が十分に図られるよう、手話通訳者やボランティア等に対す

る養成研修を実施します。 

また、音声機能障害者発声訓練指導員については、各年度30名程度を確保します。 

 

＜登録見込数＞                           単位：人/年 

区  分 
17年度 
登録者数

18年度 19年度 20年度 23年度 

手話通訳者 82 16 16 16 16

盲ろう者通訳・介助員 71 10 10 10 10

手話奉仕員 1,499 50 50 50 50

点訳奉仕員 331 25 25 25 25

朗読奉仕員 499 25 25 25 25

要約筆記奉仕員 904 35 35 35 35

メンタルヘルスボランティア 883 75 75 - -

パソコンボランティア 106 24 24 24 24
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⑥⑥身身体体障障害害者者・・知知的的障障害害者者相相談談員員へへのの研研修修  

身体障害者相談員や知的障害者相談員による相談対応能力の向上等が図られるよう、

これら相談員への研修を実施します。 

※平成 18 年度は、身体障害者相談員：313 人、知的障害者相談員：123 人 

       ＜見込数＞ 

区  分 18年度～20年度・23年度 

身体障害者相談員 各年度1回 

知的障害者相談員 各年度1回（地区研修9回） 

 

 

（４）その他の事業 

 

①①社社会会参参加加促促進進事事業業のの実実施施 

  ア「岡山県障害者社会参加推進センター」の運営 

「障害者のくらしと権利の相談事業」、「身体障害者福祉広報活動事業」や「障

害者福祉活動推進事業」などを行う障害者の社会参加促進の拠点として「岡山県障

害者社会参加推進センター」を運営し、障害者の社会参加や、暮らしと権利にかか

わる各種相談等にも総合的に対応します。 

 

  イ スポーツ・レクリエーション教室等の開催 

障害者等がスポーツやレクリエーションに親しむことを体験できる機会を提供し

ていきます。 

     ＜見込数＞ 

18年度 19年度 20年度 23年度 

開催数 参加者数 開催数 参加者数 開催数 参加者数 開催数 参加者数 

44回程度 約800人 44回程度 約900人 44回程度 約900人 44回程度 約1,000人

 

  ウ 身体障害者補助犬の育成 

障害者等の行動範囲の拡大など社会参加の促進を図るため、身体障害者補助犬を

育成します。 

 ＜見込数＞ 

区 分 17年度 18年度 19年度 20年度 23年度 

育成頭数 登録数 17人分 盲導犬 1頭 

盲導犬 2頭 

聴導犬又は介助犬

1頭 

盲導犬 2頭 

聴導犬又は介助犬

1頭 

盲導犬 1頭 

聴導犬又は介助犬

1頭 
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  エ 指定居宅介護事業者情報提供 

重度の視覚障害者が、都道府県・指定都市間を移動する場合に、その目的地におい

て必要となるガイドヘルパーの紹介・斡旋・情報提供を行います。 

 

 

②②生生活活訓訓練練等等のの実実施施 

ア 自立支援拠点活動支援事業の実施 

視覚障害者・聴覚障害者の福祉増進や自立支援を行う拠点として設置されている

「岡山県視覚障害者センタ－」や「岡山県聴覚障害者センタ－」を中心として、障

害者に対する生活訓練に関する各種講習会等を行います。 

 

イ オストメイト社会適応訓練 

オストメイト（人工肛門、人工膀胱造設者）に対して、日常生活上必要な装具の

使用方法等についての訓練・指導を行います。 

             ＜見込数＞ 

18年度～20年度・23年度 

各年度10ヶ所 各年度延400人程度

 

ウ 音声機能障害者発声訓練 

疾病等により喉頭を摘出し音声機能を喪失した者に対し、発声訓練を行います。 

        ＜見込数＞ 

18年度～20年度・23年度 

各年度33回程度 各年度延1,150人程度

 

エ 情報支援等の実施 

「岡山県聴覚障害者センター」や「岡山県視覚障害者センター」を活用し、手話

通訳者の設置のほか、字幕入り映像ライブラリー事業や点字・声の広報等の発行を

行います。 

また、必要に応じて盲ろう者向け通訳・介助員の派遣を行います。 

 

    ＜見込数＞ 

区  分 18年度～20年度・23年度 

手話通訳設置事業 各年度約 150 人 

字幕入り映像ライブラリー事業 各年度約 120 人 

点字・声の広報等発行事業 各年度約 700 人 

点字による即時情報ネットワーク事業 各年度約 30人 

盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業 各年度約 450 人 
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③③障障害害者者ＩＩＴＴ総総合合推推進進事事業業のの実実施施 

ア 「障害者ＩＴサポートセンターおかやま」の運営 

障害者の在宅就労やＩＴ利用の促進を図る総合的なサ－ビス拠点として「障害者Ｉ

Ｔサポートセンターおかやま」を運営し、ＩＴ利用に関する総合的な相談等に対応し

ます。 

※平成 18 年度は、1ヶ所 

 

イ 「バーチャル工房おかやま」の運営 

在宅の障害者に対して、情報機器やインターネット等を活用し、在宅等で就労する

ための訓練等の支援を行う「バーチャル工房おかやま」を運営します。 

 

＜見込量＞ 

区  分 18年度 19年度 20年度 23年度 

会員及び訓練生の総数 11人 11人 14人 20人 

 

ウ パソコンボランティアの派遣等 

障害者等のパソコン使用に際し、その使用方法等についてサポ－トを行うパソコ

ンボランティアを要請に応じて派遣します。 

また、障害者等に対する「パソコン教室」の開催など、ＩＴに関する知識の普及・

啓発や利用の促進を図っていきます。 

 

          ＜見込量＞ 

18年度～20年度・23年度 

各年度24人 

 

 

④④福福祉祉ホホーームム 

障害者の地域生活を支援するために、住居を求めている障害者につき、低額な料金で

居室その他の設備を提供していきます。 

 

＜見込数＞                                

18年度 19年度 20年度 23年度 

実施箇所数 利用者数 実施箇所数 利用者数 実施箇所数 利用者数 実施箇所数 利用者数 

1 22 1 22 1 22 1 22
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「岡山県障害福祉計画推進委員会（仮称）」を設け、この計画に定める内容の進行管理や検

証等を行うとともに、この計画の推進に必要な対策等についても継続的に検討を行っていきます。 

 

第９章 計画の推進体制  
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１ サービス利用者アンケート調査（概要） 

 

 （１）調査の概要 

調 査 目 的 
障害者のサービスの利用意向や就労移行を把握し、障害福祉計画

策定のための基礎資料とする。 

調 査 対 象 
県内の障害福祉サービスを利用している身体障害者・知的障害

者・精神障害者及び新たなニーズが予想される障害者 

調 査 方 法 市町村による配布－回収 

調査の時期 平成18年6月 

調 査 項 目 

○現在の生活や活動の場の状況について 

○障害福祉サービスの利用意向について 

○就労意向について 

○障害福祉サービスの充実について 

調 査 数 10,000人 

回 答 者 数  3,394人（回収率33.9％） 

 

 

 （２）回答者内訳 

区 分 在 宅 入所・入院 合 計 

身体障害者 905 233 1,138 

知的障害者 340 216  556 

精神障害者 355 264  619 

重複障害者 617 464 1,081 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料 
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8.5

6.4 6.8

78.3

今のままでいい

仲間との共同生活（GH等）

施設への入所

その他

4.5

35.6

20.5

5.3

30.3

3.8

今のままでいい

家族と暮らしたい

アパートや家を借りたい
共同生活（GHなど）

施設への入所

その他

3.92.0

67.0

3.9

10.1

13.0

今のままでいい

家族と暮らしたい

アパートや家を借りたい
共同生活（GHなど）

施設への入所

その他

 （３）調査結果 

①今後生活したい場所について 

在宅で生活している障害者の90％以上が、引き続き自宅等地域での生活を望んでいる。 

入所・入院している障害者も、施設や病院から出て暮らすとしたら、35％以上が自宅へ帰ること

を望んでいる。 

 

        ＜身体・知的障害者＞              ＜精神障害者＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ＜身体・知的障害者＞              ＜精神障害者＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※集計は無回答を除いている。（ ）内の数字は回答者数を表す。以下同じ。 

 

 

 

 

 

在 宅 

(1,808) 

在 宅 

(355) 

38.7

19.3

16.3

25.7

自宅へ帰りたい

仲間との共同生活（GH等）

アパート・福祉ホームなど

その他

入 所 

(890) 

入院・入所 

（264） 



 －66－

②サービスの利用意向 

  【訪問系サービス】 

在宅で生活している障害者では、利用したい訪問系サービスとして「ホームヘルプサービス」を希

望する人が 75％以上で多くなっている。施設や病院に入所・入院している障害者も、退所・退院した

場合に利用したい訪問系サービスとして、「ホームヘルプサービス」を希望する人が 70％以上いる。 

 

＜身体・知的障害者（在宅）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜精神障害者（在宅）＞ 

 

 

 

 

 

 

＜身体・知的障害者（入所）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜精神障害者（入院・入所）＞ 

 

 

 

 

 

 

82.4

65.4

66.6

45.3

8.2

15.4

25.0

36.2

9.5

19.2

8.3

18.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ホームヘルプ（527）

行動援護（78）

重度訪問介護（60）

重度障害者等包括支援（188）

利用したい 利用したくない・必要がない わからない

88.0

70.9

69.5

34.7

7.4

19.8

23.9

60.0

4.6

9.4

6.5

5.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ホームヘルプ（216）

行動援護(96）

重度訪問介護（46）

重度障害者等包括支援（75）

利用したい 利用したくない・必要がない わからない

76.5

38.1

11.2

42.1

12.3

19.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ホームヘルプ（179）

行動援護（171）

利用したい 利用したくない・必要がない わからない

73.6

36.1

13.7

45.8

12.6

18.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ホームヘルプ（95）

行動援護(83)

利用したい 利用したくない・必要がない わからない
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  【日中活動系サービス】 

身体・知的障害者が利用したい日中活動系サービスは、「自立訓練（機能訓練・生活訓練）」、「就労

継続支援Ｂ型」、「児童デイサービス」の利用を希望する人が多くなっている。精神障害者では、在宅

で生活している人、施設や病院に入所、入院している人ともに「自立訓練（生活訓練）」や「就労移行

支援」の利用を希望する人が 50％を超えており、在宅者では「就労継続支援（Ｂ型）」の利用希望者

も多く 60％を超えている。 

 

＜身体・知的障害者（在宅）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜精神障害者（在宅）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.3

75.5

68.4

46.4

32.0

59.4

92.3

55.8

38.4

16.9

13.6

28.0

27.6

17.3

3.8

20.1

20.3

7.6

18.1

25.6

40.4

23.3

3.8

24.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

生活介護（237）

自立訓練（機能訓練）（172）

自立訓練（生活訓練）（177）

就労移行支援（250）

就労継続支援(Ａ型)（225）

就労継続支援(B型)（249）

児童デイサービス（130）

短期入所（428）

利用したい 利用したくない・必要がない わからない

20.5

50.7

51.9

46.7

62.6

61.9

33.9

31.0

32.2

25.2

17.7

15.4

17.1

21

12.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

生活介護（215）

自立訓練（生活訓練）（221）

就労移行支援（216）

就労継続支援(Ａ型)（214）

就労継続支援(Ｂ型)（230）

利用したい 利用したくない・必要がない わからない
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＜身体・知的障害者（入所）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜精神障害者（入院・入所）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【居住系サービス】 

在宅で生活している障害者が利用したい居住系サービスは、「グループホーム」と答えた人が最

も多く、入所している身体・知的障害者では「施設等入所」、入院・入所している精神障害者では

「福祉ホーム」との回答が多くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.4

36.6

18.5

17.3

11.9

8.9

22.9

4.0

14.7

20.5

7.4

34.7

21.0

5.4

45.3

10.7

11

28.6

5.9

33.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

身体・知的障害者　在宅（319）

精神障害者　在宅（112）

身体・知的障害者　入所（406）

精神障害者　入院・入所（75）

グループホーム ケアホーム 福祉ホーム 施設等入所 わからない

11.5

46.1

49.1

36.6

42.5

69.9

38.9

30.7

30.4

33.0

18.6

15.0

20.2

33.0

24.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

生活介護（113）

自立訓練（生活訓練）（113）

就労移行支援（114）

就労継続支援(A型)（112）

就労継続支援(Ｂ型)（115）

利用したい 利用したくない・必要がない わからない

57.5

67.1

80.7

40.8

32.4

61.8

27.4

16.5

11.7

30.7

26.9

16.0

15.2

16.5

7.7

28.4

40.7

22.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

生活介護（230）

自立訓練（機能訓練）(91）

自立訓練（生活訓練）（196）

就労移行支援（218）

就労継続支援(A型)（216）

就労継続支援(Ｂ型)（243）

利用したい 利用したくない・必要がない わからない
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  【地域生活支援事業】 

在宅で生活している障害者では「地域活動支援センター」の利用希望が5割以上ある。在宅で生

活している精神障害者では「相談支援」の利用希望が80％を超えとくに多くなっている。 

入所している身体・知的障害者では「移動支援」の利用希望が約60％で最も多くなっている。入

院・入所している精神障害者では「相談支援」の利用希望が60％以上ある。 

 

＜身体・知的障害者（在宅）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜精神障害者（在宅）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.1

48.5

17.9

39.0

46.5

51.3

42.9

22.3

59.3

36.7

32.8

21.1

26.1

29.2

22.9

24.3

20.7

27.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

居住サポート(119）

成年後見制度（130）

コミュニケーション支援事業(236)

日常生活用具給付等事業(267）

移動支援(271）

地域活動支援センター（275）

利用したい 利用したくない・必要がない わからない

82.3

33.5

30.7

32.9

54.1

47.9

6.5

43.9

40.0

45.6

22.8

27.9

11.3

22.5

29.3

21.4

23.1

24.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

相談支援(355）

居住サポート(355)

成年後見制度(355）

移動支援(355）

地域活動支援センター（355）

ホステル(355）

利用したい 利用したくない・必要がない わからない
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＜身体・知的障害者（入所）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜精神障害者（入院・入所）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③就労の状況 

  【就労状況】 

在宅で生活している障害者では福祉的就労も含め働いている人が50％以上を占める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.4

46.6

16.5

29.5

59.0

37.5

38.8

15.1

50.5

35.7

15.5

20.5

44.8

38.4

33.0

34.8

25.6

41.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

居住サポート(67）

成年後見制度（73）

コミュニケーション支援事業(97)

日常生活用具給付等事業(112）

移動支援(129）

地域活動支援センター（117）

利用したい 利用したくない・必要がない わからない

64.0

44.3

32.6

26.2

37.9

42.4

13.3

28.8

37.1

48.5

33.7

26.1

22.7

26.9

30.3

25.4

28.4

31.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

相談支援(264）

居住サポート(264)

成年後見制度(264）

移動支援(264）

地域活動支援センター（264）

ホステル(264）

利用したい 利用したくない・必要がない わからない

55.6

59.7

39.8

36.9

4.7

3.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

身体・知的障害者　在宅（1,203）

精神障害者　在宅（355）

働いている 働いていない その他
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  【就労意向】 

在宅で生活している障害者の60％以上、入所・入院中の障害者も40％以上が就労することを望

んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【働きたい場所】 

身体障害者や知的障害者では授産施設などの福祉的就労を希望する人が多くなっているが、精神

障害者では一般企業や自営業・内職を希望する人が多くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63.1

73.8

42.0

49.6

24.4

13.7

38.5

33.7

12.5

12.5

19.5

16.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

身体・知的障害者　在宅（1,188）

精神障害者　在宅（336）

身体・知的障害者　入所（786）

精神障害者　入院・入所（264）

働きたい 働けない わからない

30.3

39.3

21.3

45.8

49.9

31.1

62.3

21.4

13.3

11.0

10.2

17.6

6.5

18.5

6.2

15.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

身体・知的障害者　在宅（712）

精神障害者　在宅（244）

身体・知的障害者　入所（324）

精神障害者　入院・入所（131）

一般企業 福祉的就労 自営業・内職 その他
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  【働くために必要な条件】 

    身体・知的障害者では、「障害にあった仕事であること」との回答が50％を超えている。精神障

害者では「通勤しやすい距離」であることや「自分にあった勤務時間や勤務日数」であることとの

回答が45％を超えている。三障害共通して、「周囲の理解」との回答が上位にあがっている。 

 

 1位 2位 3位 4位 5位 

身体・知的障

害者（在宅）

（1,123） 

障害にあった仕

事であること

（51.7％） 

通勤手段がある

こと（37.8％）

障害に対して雇

用主や同僚など

の周囲の理解が

あること

（32.4％） 

障害に合った勤

務時間や日数で

あること

（23.2％） 

賃金が妥当であ

ること（19.9％）

精神障害者

（在宅） 

（330） 

通勤しやすい距

離（63.6％） 

自分にあった勤

務時間や勤務日

数（51.2％） 

精神障害に対す

る周囲の理解

（35.2％） 

通院などを保障

されること

（28.2％） 

精神障害があっ

ても働ける一般

企業があること

(25.8％) 

身体・知的障

害者（入所）

（752） 

障害にあった仕

事であること

（62.4％） 

障害に対して雇

用主や同僚など

の周囲の理解が

あること

（40.6％） 

通勤手段がある

こと（26.3％）

障害に合った勤

務時間や日数で

あること

（25.7％） 

障害者用の設備

が整っているこ

と（24.9％） 

精神障害者

（入院・入所） 

（237） 

自分にあった勤

務時間や勤務日

数（46.0％） 

通勤しやすい距

離（45.6％） 

通院などを保障

されること

（24.9％） 

賃金が妥当なこ

と（24.5％） 

精神障害に対す

る周囲の理解

（21.1％） 

                                     ※複数回答上位5項目 
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④障害福祉サービスの充実について 

   身体・知的障害者では、「気軽に自分のことを相談できる支援センター」や「生活支援事業」、「社

会参加促進事業」などの回答が上位にあがっている。精神障害者では、「日常生活を送るための訓練

や、社会復帰に向けた活動への支援」との回答が在宅、入院・入所ともに多く、とくに入院・入所し

ている精神障害者では「退院・退所に向けた相談や具体的な退院（退所）支援」に対する希望が多い。 

障害種別にかかわらず、「相談支援」「生活支援」「社会参加促進」等の事業の希望者が多い。 

 

 1位 2位 3位 4位 5位 

身体・知的障

害者（在宅）

（1,453） 

気軽に自分のこ

とを相談できる

支援センター

（62.3％） 

生活支援事業

（33.4％） 

社会参加促進事

業（23.7％） 

身体障害者自立

支援事業

（18.5％） 

知的障害者職親

委託制度

（16.7％） 

精神障害者

（在宅） 

（326） 

日常生活を送る

ために相談でき

る人や、障害に

対する周囲の理

解（82.2％） 

日常生活を送る

ための訓練や、

社会復帰に向け

た活動への支援

（52.8％） 

スポーツ・レク

リエーション教

室などの文化活

動の発表の場

（41.1％） 

パソコン技術な

どを身につける

ための訓練や指

導（34.0％） 

身につけたパソ

コン技術などを

活動できる場の

確保(20.9％) 

身体・知的障

害者（入所）

（795） 

生活支援事業

（50.7％） 

気軽に自分のこ

とを相談できる

支援センター

（47.8％） 

社会参加促進事

業（30.2％） 

知的障害者職親

委託制度

（23.6％） 

身体障害者自立

支援事業

（23.5％） 

精神障害者

（入院・入所） 

（228） 

退院・退所に向

けた相談や具体

的な退院（退所）

支援（63.2％） 

日常生活を送る

ための訓練や、

社会復帰に向け

た活動への支援

（57.0％） 

スポーツ・レク

リエーション教

室などの文化活

動の発表の場

（36.0％） 

パソコン技術な

どを身につける

ための訓練や指

導（26.3％） 

身につけたパソ

コン技術などを

活動できる場の

確保(13.2％) 

                                     ※複数回答上位5項目 
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２ 移行計画書の結果（概要） 

 

 （１）調査の目的 

障害者自立支援法に基づき、平成18年10月から既存事業者が新体系サービスへ移行するにあたり、

既存事業所の移行計画を踏まえた障害福祉計画を作成し、もって円滑な事業者指定事務を行うために

実施した。 

 

 （２）調査対象者及び配布方法 

既存の法定施設に対して、郵送等により、調査票を配布、回収を行った。 

 

 （３）調査時期 

平成18年10月 

 

 （４）調査内容 

事業所の新体系サービスへの移行予定及び入所施設の定員見込数等 

 

 （５）有効回答数 

区 分 施設数（箇所） 回答数（件） 回収率（％） 

身体障害者施設 27 26  96.3 

知的障害者施設 95 94  98.9 

精神障害者施設 12 12 100.0 

 

 （６）調査結果概要 

  入所定員の削減見込みについて 

入所施設の定員数の減少は、全体で556人 （入所定員に対して19.6％の減少） 

定員削減（累積人数）（人） 
区 分 グループホーム 

ケアホーム 
地域移行型ホーム その他 計 

入所定員に
対する削減
比率（％）

平成18年度 0 0 0 0 0 

平成19年度 38 0 32 70 2.5 

平成20年度 89 0 55 144 5.1 

平成21年度 209 0 148 357 12.6 

平成22年度 286 0 180 466 16.4 

平成23年度 336 0 220 556 19.6 
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  新体系への移行割合 

   障害者自立支援法に基づく、サービス給付体系への施設における移行希望をまとめると、県全体で

は次のとおりである。 

 

区 分 H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度

上期  25.00% 10.60% 10.90% 10.20% 15.80% 

下期 1.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 26.30% 身体障害者施設 

累計 1.20% 26.20% 36.80% 47.70% 57.90% 100.00%

上期  17.90% 15.50% 37.60% 12.90% 4.30% 

下期 4.90% 2.10% 3.30% 0.00% 0.00% 1.50% 知的障害者施設 

累計 4.90% 24.90% 43.70% 81.30% 94.20% 100.00%

上期  30.50% 9.70% 0.00% 22.40% 0.00% 

下期 10.40% 0.00% 0.00% 27.00% 0.00%  精神障害者施設 

累計 10.40% 40.90% 50.60% 77.60% 100.00% 100.00%

 

 【身体障害者施設移行状況（県全体）】 

日中活動系サービス 

  
生活介護 療養介護 機能訓練 生活訓練

就労移行

支援 

就労継続

（Ａ型） 

就労継続

（Ｂ型） 

地域活動

支援セン

ター 

肢体不自由（入＋通） 47.2% 18.9% 15.1%  18.9%

療護施設（入＋通） 100.0%  

授産施設（入＋通） 23.9% 22.4%  53.7%

通所授産施設  5.0% 4.2% 90.8%

小規模通所授産施設  10.3%  89.7%

移行予定人数(人） 691  0 10 0 50 5  243 0 

 

 【知的障害者施設移行状況（県全体）】 

日中活動系サービス 

  
生活介護 療養介護 機能訓練 生活訓練

就労移行

支援 

就労継続

（Ａ型） 

就労継続

（Ｂ型） 

地域活動

支援セン

ター 

更生施設（入所） 78.3% 10.3% 2.8%  8.3% 0.2%

更生施設（通所） 63.2% 10.2% 6.3%  20.4%

授産施設（入所） 9.1% 17.4% 30.2%  43.3%

授産施設（通所） 11.5% 7.2% 20.6% 1.5% 59.2%

小規模通所授産  13.0%  74.8% 12.2%

福祉工場  100.0% 

移行予定人数(人） 1,522 0 0 308 356 68 937 18
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 【精神障害者施設移行状況（県全体）】 

日中活動系サービス 

  
生活介護 療養介護 機能訓練 生活訓練

就労移行

支援 

就労継続

（Ａ型） 

就労継続

（Ｂ型） 

地域活動

支援セン

ター 

生活訓練施設    90.0% 10.0%    

入所授産施設    6.7% 60.0%  33.3%  

通所授産施設    10.9% 38.2%  50.9%  

小規模通所授産施設    7.1% 19.0%  73.8%  

移行予定人数(人） 0  0 0 41 58 0  100 0 
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３ 岡山県障害福祉計画策定委員会設置要綱 

 

（目的） 

第１条 岡山県の障害福祉サービスの基盤整備に当たって、数値目標を設定し、計画的な整備を

行うための計画（以下「岡山県障害福祉計画」）の策定及び岡山県障害者長期計画の見直しを

行うに当たり、関係者の幅広い参画により審議・検討を行うため、岡山県障害福祉計画策定等

委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。 

   (1) 岡山県障害福祉計画の策定のための審議・提言に関すること。 

   (2) 岡山県障害者長期計画の見直しのための審議・提言に関すること。 

   (3) その他岡山県障害福祉計画の策定及び岡山県障害者長期計画の見直しに当たって必要

と認められること。 

 

（組織） 

第３条 委員会の構成員は、委員２０名以内で組織する。 

  ２ 委員は、サービスを利用する障害者等をはじめ、事業者、雇用、教育、医療関係者等のう

ちから知事が委嘱する。 

 

（会長及び副会長） 

第４条 委員会に会長１名、副会長１名を置き、委員の中から互選する。 

 ２ 会長は委員会を代表し、会務を総括する。 

  ３ 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。 

 

（任期） 

第５条 委員の任期は平成１９年３月３１日までとする。 

  ２ 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。 

  ２ 委員会は、必要に応じて部会及び専門部会を置くことができる。 

 

（意見の聴取） 

第７条 会長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その説明を受け、又 

  は意見を聴くことができる。 

 

（費用の弁償） 

第８条 委員の会議出席に要する費用は、岡山県が弁償する。 

  ２ 前項の規定する費用弁償の額及び支給方法は、別に定める。 

 

（庶務） 

第９条 委員会の庶務は、岡山県保健福祉部障害福祉課において処理する。 

 

（その他） 

第10条 この要綱で定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

  附 則 

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 
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４ 岡山県障害福祉計画策定委員会委員名簿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員名 所　属　団　体

鵜川　克己 （NPO法人）岡山県精神障害者家族会連合会　理事長

大谷　真司 岡山労働局職業安定部　部長

柆生　勝洋 （社）岡山県雇用開発協会　事務局長

藏知　　晋 岡山県精神障害者社会復帰施設協議会　会長

小武守　研二 （社）岡山県医師会　理事

坂本　啓治 （NPO法人）岡山自立生活センター　理事長

佐々木正美 川崎医療福祉大学医療福祉学部　教授

頭士奈生樹 岡山県福祉施設協議会身体障害部会　部会長

竹内　洋二 岡山県市長会　会長

竹野磨智子 岡山県障害者施策協議会　委員

徳田　公裕 （社）岡山県手をつなぐ育成会　会長

中井　孝夫 岡山県町村会　会長

中島　豊爾 （社）岡山県医師会　理事

檜尾　　博 （社）岡山県知的障害者福祉協会　会長

藤田　　勉 （財）岡山県身体障害者福祉連合会　会長

藤田　英彦 岡山県精神科病院協会　会長

渡辺　勧持 岡山県立大学保健福祉学部　教授　

山崎　和代 岡山県特殊教育振興会　理事
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５ 国の基本指針（平成18年6月26日付け、厚生労働省告知第３９５号）の概要 

 

 １．基本的理念 

   次に掲げることに配慮して、障害福祉計画を作成することが必要である。 

(1)障害者等の自己決定と自己選択の尊重 

(2)実施主体の市町村への統一と三障害に係る制度の一元化 

(3)地域生活移行や就労支援等の課題に対応したサービス提供体制の整備 

 

 ２．障害福祉サービス等の基盤整備 

(1)基本的考え方 

    次に掲げる点に配慮して、数値目標を設定し、計画的な整備を行う。 

    ①全国どこでも必要な訪問系サービスを保障 

     精神障害者等への訪問系サービスの充実を図り、全国どこでも必要な訪問系サービス

を保障する。 

    ②希望する障害者等に日中活動系サービスを保障 

     小規模作業所利用者の法定サービスへの移行等を推進するとともに、希望する障害者

等に日中活動系サービスを保障する。 

    ③グループホーム等の充実を図り、入所等から地域生活への移行を推進 

     グループホーム・ケアホームの充実を図るとともに、自立訓練事業等の推進により、

施設入所等から地域生活への移行を進める。 

    ④福祉施設から一般就労への移行等を推進 

     就労移行支援事業等の推進により、障害者の福祉施設から一般就労への移行を進める

とともに、福祉施設における雇用の場を拡大する。 

 

(2)平成23年度の目標の設定 

平成23年度を目標年度として、次の掲げる事項について、それぞれ数値目標を設定す

ることが適当である。 

    ①平成23年度末までに、現時点の施設入所者の1割以上が地域生活に移行するとともに、

施設入所者数を7％以上削減することを基本としつつ、地域の実情に応じて目標を設

定することが望ましい。 

    ②平成24年度までに、退院可能精神障害者が退院することを目指し、平成23年度にお

ける減少目標値を設定するとともに、医療計画における基準病床数の見直しを進める。 

    ③平成23年度中に一般就労に移行する者を現時点の一般就労への移行実績の4倍以上 

     にすることが望ましい。 

また、平成23年度までに現時点の福祉施設利用者のうち、２割以上が就労移行支援 

事業を利用するとともに、平成23年度末において、就労継続支援利用者のうち、3割 

はＡ型を利用することを目指す。 
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     【その他障害者雇用の観点からの目標値】 

   以下を参考にして、障害保健福祉施策と労働施策の連携強化を図り、数値目標（平

成23年度）を設定して取り組むことが適当である。 

  ・福祉施設から一般就労へ移行する者のうち 

希望するすべての者が公共職業安定所、障害者就業・生活支援センターを利用

する。 

   必要な者が多様な委託訓練事業を受講できるようにする。 

   必要な者が障害者試行雇用事業（トライアル雇用）の開始者になる 

   必要な者が職場適応援助者（ジョブコーチ）による支援を受ける 

 

 ３．障害福祉計画の作成に当たって留意すべき事項 

数値目標の達成に向けて、実効性のあるものとするため、次に掲げる点に配慮して作成す

ることが適当である。 

   (1)障害者等のニーズを把握するほか、障害者等の意見を反映させるために必要な措置を 

講ずる。 

   (2)グループホーム等の設置等に当たっては、障害及び障害者等に対する地域社会の理解

が不可欠であり、計画の作成に当たっては、障害者等を始め地域住民、企業等の参加を

幅広く求めるほか、啓発・広報活動を積極的に進める。 

(3)地域生活への移行、就労支援等の推進に当たっては、福祉サイドのみならず、雇用、

教育、医療等の関連する機関の参加を求め、数値目標の共有化、地域ネットワークの強

化等を進める。 

 

 




